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議 事 日 程  （第２号） 

 

令和７年12月８日（月）午前10時00分開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．１番 相曽桃子 

                   ２．13番 佐原佳美 

                   ３．18番 二橋益良 

                   ４．16番 馬場 衛 

                   ５．４番 山口裕教 

                   ６．９番 福永桂子 
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午前10時00分 開議 

○議長（神谷里枝）  

 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に

達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。撮影

を許可した者には許可証を交付しておりますので、

御報告いたします。 

 ここで副議長から挨拶を申し上げます。 

  〔副議長 竹内祐子登壇〕 

○副議長（竹内祐子） おはようございます。副議

長の竹内祐子でございます。議会を代表して一言御

挨拶を申し上げます。 

 12月６日土曜日に行われました静岡県市町対抗駅

伝競走大会で全力を尽くしてくれた選手の皆様に感

謝を申し上げます。選手一人一人の走る姿は私たち

に感動を与えてくれました。 

 11月７日の議会報告会では、お出かけいただきま

してありがとうございました。今年は初めての試み

で、オンライン参加の方と会場へお越しいただいた

方とで行いました。参加者の年代も30歳から40歳代

の方で、初めての参加者が４分の３でしたので、新

しい取組に挑戦できたと思います。アンケートの結

果では、意見としまして、市民の意見が反映されや

すい機会だと感じた、また、もっと活発な意見が出

せると思うので機会と時間を増やしてほしいなど、

前向きな意見をいただきました。議会報告会に求め

ることについては、意見交換をもっとできたらより

具体的な意見も出たと思うという意見をいただきま

したので、私たち議員は、市民との意見交換の場を、

議会報報告会だけでなく、各委員会や有志などで率

先して活動していけるようにしたいと思いました。 

 市民の皆様に市政に関心を持っていただくために

は、議会ももっと積極的に出向いてお話をさせてい

ただくことが議員議会活動の根っこだと私は思って

います。 

 ＳＮＳの情報発信、情報収集も現代にとっては必

要なことですが、議員は市民と触れ合ってこそ活動

の源とエネルギーをいただきます。市のイベント等

に議員も出かけておりますので、声をかけていただ

ければうれしく思います。 

 さて、本日から11人の議員が一般質問を行います。

一般質問は市民からも関心と期待を持たれる大事な

活動の場です。議員の資質が問われる場でもありま

すので、皆さん、期待して傍聴してください。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 挨拶は終わりました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配信のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第１、一般質問を行いま

す。 

 今回、11名の議員の一般質問が通告されておりま

す。一般質問の日程を本日及び10日の２日間を予定

しておりますので、本日６名、10日に５名といたし

ます。予定された日程で全ての一般質問が終えられ

るよう、質問者及び答弁者の御協力を強くお願いい

たします。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 相曽桃子

議員、２番 佐原佳美議員、３番 二橋益良議員、

４番 馬場 衛議員、５番 山口裕教議員、６番 

福永桂子議員と決定いたします。 

 なお、佐原議員の一般質問に対する答弁資料とし

て、当局より資料の配付を求められましたので、こ

れを許可しております。資料はあらかじめ配信させ

ていただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 初めに、１番 相曽桃子議員の発言を許します。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○議長（神谷里枝） それでは、１番 相曽桃子議

員。 

○１番（相曽桃子） １番 相曽桃子です。通告に

従いまして一般質問を行います。 

 主題１、医療的ケア児の支援体制についてです。 

 まず初めにですけれども、医療的ケア児は、原則

18歳未満を対象とするものと思いますが、私がこの

一般質問で確認したい年齢につきましては、小学校

に上がる前までの医療的ケア児についての質問にな

りますので御理解をお願いいたします。 

 それでは、質問しようとする背景でございますが、
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我が国では少子化が加速しているものの、医療の高

度化により医療的ケア児数は増加、在宅医療の重症

度も上昇しております。令和７年度市民意識調査で

は、これは医療的ケア児に特化したものではありま

せんけれども、障害のある人にとって住みやすいま

ちであるについて、「分からない」が32.9％と最も

多く、「思う」が 4.3％、「まあまあ思う」が

16.9％、「あまり思わない」が29.4％、「思わない」

が15.4％でありました。障害のある人に対しての理

解や住みやすいまちとは言い切れない現状が確認さ

れました。 

 また、医療的ケア児の保育園関係は保育幼稚園課、

障害のある子供の家族への支援は地域福祉課、就園

前までの個別支援はこども未来課と複数の課が関係

することで、医療的ケア児の支援体制が十分に整理

されていない現状があると感じております。 

 質問の目的です。医療的ケア児とその家族が地域

で安心して暮らすことができ、利用する制度や支援

が分かりやすい地域共生社会を実現するためです。 

 それでは質問事項に入ります。１、当市における

医療的ケア児の全数は把握されているでしょうか。

また、年間どのくらいの医療的ケア児が出生してい

るかを伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 医療的ケア児の全数につきましては、本年度に入

り、静岡県からも今後の医療的ケア児等の支援施策

の基礎資料、検討資料とするため、実態調査の依頼

を受けたところでございます。 

 確立された把握方法がないため、本市としまして

は、地域福祉課をはじめ、保育幼稚園課、学校教育

課など、庁内の関係する課に照会をかけ調査を行い

ました。その結果、現時点で把握できている医療的

ケア児の人数は３人でございます。 

 内訳としましては、２歳児が１人、３歳児が２人

でありますが、年間の出生数につきましては明確な

傾向がつかめていないのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 医療的ケア児及びその家族に

対する支援に関する法律というものが、令和３年で

すかね、制定されておりまして、いろいろするに当

たって資料を集めるために国や県がいろんな実態調

査をしていたと思います。 

 今回、静岡県が実態調査というところで、そのた

めに把握を確認したということなんですけれども、

その調査は、今後、毎年行われて、継続的に注視し

ていくのか、あくまで今回調査をするためだけに確

認をしたのかを確認したいです。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 今回の静岡県からの調査でございますが、今年度

に限ったものではなく、毎年継続して行われると伺

っております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そうしますと、湖西市で医療

的ケア児の数が毎年把握できるものと認識いたしま

した。ありがとうございます。 

 それでは、質問２に入ります。 

 当市におけます医療的ケア児とその家族に対しま

して、支援はどのように行っているかを伺います。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 医療的ケア児を含む全ての子育て家庭に対しての

大きな目標として、「地域で成長していくため」の

支援をしています。具体的な支援内容として、出生

後、自宅で過ごすため、家庭の環境や家族力を鑑み

て、病院と連携しながら地域資源情報を提供するこ

と、また、訪問や健診などを通じて児の成長を確認

し、必要に応じて保育園や幼稚園への入園、さらに

は就学に関する相談を行っています。 

 福祉サービスの面では、御本人及び御家族のニー

ズをしっかりと把握し、計画相談支援事業所が作成

するサービス等利用計画に基づき、児童福祉法に定

める放課後等デイサービスや児童発達支援、また総

合支援法に定める短期入所などの障害福祉サービス

を提供しています。 
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 さらに市が実施している難病患者等家族介護リフ

レッシュ事業等のサービスも提供しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 様々な支援体制がありまして、

それに対して行っているという答弁ではあるんです

けれども、問題なのは医療的ケア児を持つ保護者の

方がその支援体制をしっかり把握されているのかと

いうところが一番大事になってくると思います。制

度があっても、使われなければなかったようなもの

でありますし、保護者の方が知らなかったという場

合だと、せっかくあっても活用されないという、と

ても悲しいことになります。 

 支援体制はありますということは理解できたんで

すが、当事者の方がしっかりその支援サービスを利

用できる、またはそのサービスを知るというところ

のプロセスはどのように行っているか、確認しても

いいですか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 まず、出生後、医療的ケアが必要な患者さん、ま

たはその御家族に対しましては、病院を退院すると

きに市の保健師が退院カンファレンスに同行して医

師からの説明を受け、家族の困り事の相談に乗った

りですとか、また、赤ちゃん訪問という形で、在宅

に帰ってきたときに保健師が訪問して、困り事等の

相談に乗る、また、健診を受ける際も相談に乗って

いるということを行っております。 

 また、その方が障害の認定を受ける際には、地域

福祉課のほうで障害福祉サービスの案内、しおり等

を配布して、漏れのないように説明を行っていると

いうところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 生まれたときから医療的ケア

が必要な子供に関しては、退院前カンファレンスか

らスタートしているというところで理解しました。 

 ただ、最初の背景のところでも述べたんですけれ

ども、複数にわたって担当課があると思います。保

育幼稚園課、また地域福祉課、こども未来課、様々

な課で対応されていらっしゃると思うんですけれど

も、保護者に関しましては、市役所に行けばいいか

なと思って来たところ、それはこっちの課です、そ

れはちょっとこっちの課ですと、どうしても担当課

じゃないとうまく話が通じなくて、また一から説明

しなければならないと、せっかく足を運んでも、う

まく連携ができていなくて、ちょっと困ったり、時

間がすごいかかってしまうみたいな話も聞くんです

けれども、そういう点はどのように工夫されている

か、お聞きしてもいいですか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、これまで行政の弱点と言い

ますか、縦割りの意識が強くて、その件に関しては

自分の課ではないとか、そういったことを言う姿勢

だったんですが、ここ最近では、各課連携して横断

的な取組ということで、包括的な相談支援体制も構

築していこうという思いで取り組んでいるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 横断的な支援体制をするため

に必要なものというところで私も考えております。

３番に入りたいと思いますけれども、当市におけま

す医療的ケア児等コーディネーターの役割を伺いた

いと思います。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 現在、医療的ケア児等コーディネーターの資格を

有する市職員は１名在籍しております。この職員を

通じまして、県の障害関係部署や県の医療的ケア児

等支援センターとの連携を進め、医療的ケア児及び

コーディネーター交流会の情報を把握いたしまして、

庁内関係部署へも共有しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 他市町の医療的ケア児等コー

ディネーターの役割を見ますと、その方が中心とな

って保護者と関係機関と連携をするという橋渡し役



３７ 

を担っているところもあるようですけれども、当市

におきましては、あくまで内部的な共有でとどまっ

てしまっているように感じるんですけれども、令和

４年９月定例会に遡りますけれども、先輩議員の一

般質問の答弁で、医療的ケア児等コーディネーター

は、その頃はまだ配置できていないと答弁がござい

まして、令和５年度には活動内容や配置場所を検討

していき、令和６年度中には設置するというような

やり取りがされておりましたけれども、この方針と

今の現状を踏まえ、どのように今後、医療的ケア児

等コーディネーターの役割を担っていくかのお考え

をお聞きしてもいいですか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 医療的ケア児等コーディネーターの役割につきま

しては、議員がおっしゃったとおり、保健医療、福

祉、子育てであったり、教育、そういった必要なサ

ービスを総合的に調整して、ケア児とその家族にサ

ービスを紹介しながら、関係機関とつないでいくと

いうことで認識しております。 

 現在、コーディネーターの資格を有している職員

も含めた全保健師は、それぞれ地区担当保健師とい

う立場で、個々にこうした事例の取組についてはも

ちろん行っているところであります。 

 ただ、市職員であるコーディネーターが核となっ

て総合的に、例えば民間事業所に在籍されているコ

ーディネーター間との連携であったり、調整であっ

たりという部分になりますと、まだその段階には至

っていないというのが現状でございます。 

 他市の事例等、議員からも御紹介がございました

ので、参考になる事例であったりとか、取組であっ

たり、そういったものがあれば積極的に研究をして

みたいという考えでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 現在、医療的ケア児等コーデ

ィネーターの研修を受けた職員さんは、自発的にそ

ういうところに、支援が必要だと思って、資格と言

いますか、研修を受けに行ったとお聞きしておりま

す。やはり現場でその資格が必要だと思って行かれ

たのだと思いますので、内部的な共有にとどめずに、

実際、保護者の方に共有と言いますか、橋渡し的な

役割を担っていただけるととてもよいかなと思って

おります。 

 先ほども質問１のところで、出生は年間に１人い

るかなというぐらいかなと思うんですけれども、ゼ

ロではないわけでありまして、また医療的ケア児と

いうものは重症度が物すごくいろいろありまして、

本当に目が離せないという子から、少し目を離して

も大丈夫みたいな子もいます。なので、その子の特

性とか、病気とか、いろいろあります中の支援のメ

ニューというのは、本当にその都度違うものだと思

っております。ただそれでも湖西市に出生した医療

的ケア児が安心して暮らせるためには、やはり支援

体制はとても充実しているものであるとよりよいと

思っておりますので、前向きに御検討していただけ

るとうれしく思います。 

 それでは、質問４に入ります。 

 当市におけます保育所等の医療的ケア児の受入れ

状況について伺います。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 現在、市内公立、民間保育所等において、医療的

ケア児の受入れは行われておりません。本年度、公

立こども園１園において、医療的ケア児１名の受入

れ準備を進めておりまして、本年度中には体制が整

いまして、通園できる見込みとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 今現在は受入れはしていない

というところではありますけれども、受入れが行わ

れていないという理由なんですが、先ほど出生の数

の確認をしました。年間１人か２人いるかなという

ところなんですけれども、行われていない理由とい

うのは、希望がなくて入所されていらっしゃらない

のか、希望があっても、支援体制が整っていないの

でちょっと難しいとお断りしているのか、そこは把

握されておりますか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 
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 特に明確な把握というのはしていないんですけれ

ども、希望にちゅうちょされているという部分もあ

るかと思いますし、現実的には受け入れる側での体

制整備が整っていないというところが大きな原因で

はないかなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 体制がなかなか難しいという

ところです。 

 それでは、最後の質問の５番に入ります。 

 湖西市こども計画では、公立こども園１園をモデ

ルに指定し、施設や備品の整備、関係機関等の連携

体制を構築し、医療的ケア児を保育するための体制

を整備しますと明記されております。 

 今後の進め方や課題になりそうな点について伺い

たいと思います。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 本年度、受入れ体制を進める上で、園に新たに必

要な看護師の配置や児童の主治医との連絡調整に時

間を要してしまったという点から、人材確保と医療

機関との連携体制の構築を課題として捉えておりま

す。 

 児童の状況によりましては、これらの課題はより

難解になることも考えられますので、庁内関係部署

との連携であったり、保護者ニーズや児童の状況の

的確な把握に努め、入園までのスケジュールを示し

ながら保護者に丁寧な説明を行い、理解を得るよう

体制づくりを進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） やはり課題は、人材確保と医

療機関との連携体制というところで今挙げられてお

りましたけれども、医療的ケア児と名前に医療がつ

いているところから、やはり何かしら専門的な技術、

資格を有する方の支援が必要となりますと、普通に

募集しても、限られた枠というところもありますし、

そもそも、今どこでも人手が足りてないという現状

もあると思いますので、簡単に人材確保というのも

難しいとは思っております。 

 その中で、今後、園でモデルとしてやっていくと

いうところで、常に看護師を配置するとか、保育士

の研修をするとか、様々準備をしなければならなか

ったと思っております。 

 そこで、公立園だけでやろうとするとなかなか難

しいと思いますので、看護師の確保というところで

は、訪問看護を利用して、必要なときには訪問看護

の看護師さんに来てもらって対応するという手もあ

ると思うんですけれども、現在、モデル園では訪問

看護の契約と言いますか、利用するという話は何か

あるんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 現在進めている受入れ体制の部分につきましては、

訪問看護事業所の協力というところまでは至ってい

なくて、専任の看護師を雇用するという形で体制づ

くりを進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 専任の看護師を確保できると

いうところですけれども、多分、何十人も確保する

わけではなくて、数人の確保になると思いますが、

そうしますと、看護師さんの都合もありますので、

お休みされたりとか、体調不良があったりとか、欠

員が出た場合に医療的ケア児を預かれないとなって

しまうのが一番あってはならないことだと思ってお

ります。 

 そこで、常勤ではなくて、必要時に来ていただく

ようにできる訪問看護の制度もあると思いますので、

常勤の看護師がいるから大丈夫かもしれないんです

けれども、何かあったときに活用できる支援体制の

構築も並行して行っていただけると、より安心でき

るかなと思います。それは預ける保護者の方もそう

ですし、働く看護師さん、保育士さんも、何かあっ

たら訪問看護師さんが来てくれると思っているだけ

でも心の持ちようが違いますので、本当に関係機関

との連携が物すごく大切になってくる事業かなと思

いますので、今はなかなか進めておられないという

ことですけれども、ぜひ前向きに検討もしていただ

きたいと思います。 
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 そこで進めるに当たっては、やっぱり利用料の問

題とか、いろんな複雑な課題も出てくると思います

ので、他市が行っている事例がありますので、ぜひ

他市を倣って、保護者の方が安心して通わせられる

ことができると支援体制に前向きに取り組んでいた

だければと思います。 

 それでは、最後の結びにはなるんですけれども、

医療的ケア児とその保護者が湖西市で安心して暮ら

せる未来のために、法にのっとった支援と寄り添う

姿勢を大切にしていただきたいと思います。行政、

関係機関、民間が手を取り合って支え合う仕組みづ

くりをぜひ進めていただきたいと思います。 

 私も引き続き皆さんの思いに寄り添いながら見守

ってまいりたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、１番 相曽桃子議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

 次に、13番 佐原佳美議員の発言を許します。 

  〔13番 佐原佳美登壇〕 

○13番（佐原佳美） 13番 佐原佳美でございます。

通告に従いまして、１題、一般質問をさせていただ

きます。 

 主題１、発達障害や医療的ケア等支援が必要な子

供と家族に対する支援体制の拡充について、引き続

きということになりますがお伺いいたします。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、私は以前よ

り、市内の発達障害や医療的ケアが必要なお子さん

を養育している家族を支援する団体、ピアサポート

という、障害児を持った御家族同士も支え合うとい

う、誰かに支えてもらうだけという会ではないとい

うところの例会に招かれ、当事者家族の行政などに

対する相談に乗ってまいりました。そこで出された

課題や要望は市の担当課につなぎ、解決が容易でな

いものは、一般質問で支援体制の改定や新たな要望

を提案し、実現が図られた施策もありました。 

 今回は、直接、御家族より、医療的ケア児の医療

と保育の相談を受けたので、相談者も参加している

同団体に報告したところ、中心者から発達障害、医

療的ケア児の子育てと支援体制に関する実態調査を

予定している。まずこの団体に所属している御家庭

にアンケートを行うので、そこで出された意見や要

望も聞いてほしいとのことで、後日結果をいただき

ました。 

 そして今回の質問項目に至ったアンケートの内容

を紹介しますと、１、保護者が複数の部署を行き来

することなく必要な支援や制度の案内を一元的に受

けられる相談窓口にしてほしい。２、市役所での相

談で「分からない」と返答されたことがある。分か

らなければ後日でよいから調べて教えてほしい。３、

診断を受けていないようだが、加配の支援員を必要

とする子供が幼稚園にいる。早期に適切な支援サー

ビスにつなげられる指導はできないのか。４、子供

の年齢や発達段階に応じた情報が欲しい。就園、就

学、それぞれのステージ前ですね。５、市内に放課

後等デイサービスなどの事業所が少なく、子供さん

が増えているということから通所日数を減らされた

り、障害の度合いによっては市外の事業所に行かざ

るを得ない状況になっている。市内に事業所を増や

してほしい。市内にあっても家族の送迎の負担は大

きい。６、支援が必要な子供の兄弟姉妹へのケアの

必要性や親のレスパイトケア、燃え尽き症候群です

ね、親御さんがもう疲弊してしまうという、そのた

めにもショートステイを頼みたいが、市内に短期入

所施設がない。７、支援を必要とする子供が入園・

入学前に専門医に診断書を書いてもらうために、浜

松市の医療機関に初診の予約をすると、数か月待ち

の現状、また、医療的ケアが必要な子供は緊急時に

市内にかかりつけ医が欲しいものの、市内医療機関

のサポートが受けられずに苦慮しているというよう

な意見がありました。これらを踏まえて質問いたし

ます。 

 質問の目的は、支援を必要とする子供たちの命と

成長を支え、その家族が孤立して追い詰められるこ

となく生活できる支援体制を構築してほしいからで

す。 

 では質問に移ります。 

 １、発達に課題のある子供の相談支援窓口として

開設しました新所子育て支援センター、愛称「にこ

りん」の相談受付から関係機関との連携・支援まで
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の手順についてお伺いします。これはお子さんの疾

患や障害に特化した関係機関との連携ということだ

けではなくて、親御さんやきょうだい児の心身のサ

ポートなども含めた関係機関との連携ということで

お願いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 戸田昌宏登壇〕 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 配付させていただきました参考資料１－１を御覧

ください。 

 新所子育て支援センターでは、保護者からの相談

受付後、在籍する園での様子や担当保健師から健診

の様子など情報収集を行い、課題を整理いたします。

その上で、実際に相談を行い、支援内容や今後の対

応の方向性を示し、相談者へフィードバックしてお

ります。 

 関係機関との情報共有が必要な場合には、相談者

の了承を得た上での情報提供や福祉サービス利用の

ための意見書を作成するなどの支援を行っておりま

す。 

 相談後は定期的に様子を伺い、必要に応じて継続

的に相談を行うなど、切れ目のない支援に取り組ん

でおるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。 

 では２番目に、「にこりん」における相談内容の

内訳と件数はどのように推移しているでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 参考資料の今度は１－２を御覧いただきたいと思

います。 

 新規の相談件数は、令和７年11月末時点で42件で

ございます。令和６年度の新規相談件数は、年間で

75件だったため、ほぼ同程度で推移しております。 

 相談内容別件数につきましては、１回の面談で複

数の相談があるため、実件数を超えた数値となって

おります。相談内容は、多動や衝動性など行動に関

すること、言葉に関すること、集団行動が苦手とい

ったものが多く見られます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。これ

はあくまでも「のびりん」に相談に見えた方、それ

と「のびりん」の稼働は今年の１月からでしたか、

なので令和６年度の分はおぼとで相談を受けた件数

が混じっているということだと思いますけれども、

あくまでも御家族が来ての件数ということで、今の

相曽議員が聞かれた内容によると、医療的ケア児は

少ないとは思いますけれども、発達に課題のあるお

子さんは、学校においても特別支援級、クラスがど

んどん増えているということを思いますと、あくま

でも申し出た人の推移なので、このように理解はい

たしました。ありがとうございます。 

 では３番目として、支援制度を一元的に案内でき

る窓口設置や庁内情報の一元管理の可否についてお

伺いいたします。これはもうずっと同じことを言い

まして、以前、教育委員会に幼稚園の申込みとか、

子育て支援支援課のほうに保育園の申込みとか、ば

らばらになっていたものがおぼとにワンフロア化さ

れはしたんですけれども、今度、「のびりん」とい

う新所にまた別の相談窓口も行っているということ

で、いろんなところへ行って同じことを言わなけれ

ばならないという声を聞くのでお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 全ての相談を一元的に管理する窓口の設置につき

ましては、担当部署間で検討してまいりましたが、

現状設置はできておりません。 

 現在、子供に関する相談対応といたしましては、

こども家庭センターを中心に相談を受け付け、必要

な支援につながるよう情報提供を行っております。 

担当部署へつなぐ際は、事前に相談者から同意を得

た上で連絡し、来所理由や必要な情報を伝え、スム

ーズに案内できるよう努めております。 

 庁内情報の一元管理に関しましては、個人情報の

厳格な取扱いと、慎重な対応に鑑みまして、情報を

共有する際には、特別な場合を除き、御本人から事

前に同意を得た上で必要な範囲の共有のみにとどめ
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ております。 

 今後も、個人情報保護の観点と窓口サービス向上

を踏まえた庁内情報共有の在り方については慎重に

議論の上、適切に対応してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。情報

セキュリティという勉強なども、この間、私もさせ

てもらいましたけれども、私が行ったら、私のこと

は何でも知っててねと思う反面、何でそんなことま

で知ってるのと思われる場合もあるかもしれないの

で、情報共有と一口に言ってもなかなか難しいとは

思いますが、十分セキュリティー管理をしていただ

いて、御家族が負担に思う、一から十までまた同じ

ことを説明しなくてもいいような体制を構築してい

ただきたいと思います。 

 では４番に行きます。市民感覚として、相談支援

窓口に社会福祉士、臨床心理師などの専門職の配置

が進んでいない印象ですが、現状はどうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 発達相談支援窓口であります新所子育て支援セン

ターには、臨床心理師、保健師、保育士の専門職を

配置しております。またこども未来課には、社会福

祉士や栄養士など、各係に必要な専門職を配置して

いることから、相談内容によって連携し、専門職が

相談に応じられる体制を整えております。 

 今後も、相談内容が多岐にわたることが考えられ

ることから、専門職の配置には配慮してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 御答弁ありがとうございまし

た。 

 今、こども未来課にはと言われましたが、おぼと

の中のこども家庭センターということでよろしいで

しょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 家庭センター内ということで、家庭センターにつ

きましては、家庭児童相談係と子育て応援係が一体

化した形になっておりますので、その家庭児童相談

係に社会福祉士が２名おります。その２名のうちの

１人が、精神保健福祉士の資格を持っております。 

 子育て応援係には、保健師と栄養士が配置されて

おりまして、地域子育て支援第一係にこりんに心理

師が配置されているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。市民感覚とし

たら、先ほど言ったように、私に依頼していただい

た団体のアンケートでは、窓口で「分からない」と

言われた方がいる、そういう職員さんがいると、そ

うすると市民側としては、分からなかったら調べて

教えてほしいし、分からないというのは、この人は

専門職でないから分からないのかなという感覚なの

で、専門職の拡充をお願いしたいということなんで

すけれども、いずれにしても、窓口の接遇の教育も

してもらいたいなとは思っています。 

 それで、子育て支援の先進地である松戸市、昨年、

福祉教育委員会で行政視察させていただきました松

戸市のこども家庭センターは昨年度からスタートし

ておりまして、保健師と同等数の社会福祉士をそろ

えてオープンしています。どうか今後も積極的採用

を、それぞれの職種によって分からないと言わざる

を得ない分野もあるかもしれませんけれども、それ

はこの方に交代しますとか、そういうような体制で、

やはりせっかく相談に行った人たちがとても寂しい

というか、突き放されたような気分にならないよう

な窓口での接遇、あるいはそれだけのスキルを持っ

た職員の配置をお願いしたいと思いますが、積極的

採用はいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 専門職は公募しても応募者の数も限られておりま

す。やはり資格を持っていれば誰でもいいというこ

とでもございませんので、そこら辺は慎重に、採用

の段階で採用担当部署とも意見を交換しながら、体

制構築に努めていけたらなと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 
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○13番（佐原佳美） よろしくお願いします。私も

以前、この場でも言ったことがありますけど、ライ

センスさえ持っていればいいという問題ではないと

いうことは承知しております。 

 では５番に行きます。支援員加配対象児の中で、

保育園などで、多動であったりして、行事もうまく

遂行できないから支援の加配の保育士などを充てて

いるお子さんが、どうも専門的機関とつながってい

ないような子供が見受けられるというアンケートの

回答もありました。それら関係機関につながってい

ない子供への早期支援につなぐための取組について

お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 保育園・幼稚園では、集団生活に困難を感じてい

るお子さんについて、保護者との面談を行い、園で

の様子を共有しております。保護者と園の相談の中

で、お子さんの状況から医療機関の受診や診断の必

要性があると考える場合には、保護者に対して丁寧

に説明し、理解を得ることが大切であると考えてお

ります。 

 そのためにも、園の保育士等のスキルアップとし

て、公認心理師の資格を有する相談員による巡回相

談の開催や浜名特別支援学校の特別支援教育コーデ

ィネーターによる幼児教育相談を活用しており、令

和６年度には計23回、対象児延べ55人への支援方法

を学びました。 

 また、園から保護者へ新所子育て支援センターの

発達相談の利用を促す一方、園での様子を情報共有

することで、保護者の悩みや不安を相談できる体制

となっております。センターからの園への事後フォ

ローも定期的に実施され、支援に生かしております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。 

 今のお話だと、対象児への支援方法を浜名特別支

援学校の特別支援教育コーディネーターから学んで

いるということですが、今それぞれ、新所子育て支

援センターにつなぐとか、紹介するという言葉もあ

りましたけれども、保育士さんたちが直接課題のあ

るお子さんの対処法を学ぶのもいいんですけれども、

そのコーディネーターさんからは、御家族とのそう

いうやり方、支援を促すというような、そういう家

族への支援の方法も学ぶことも含まれているんでし

ょうか。 

 また、浜名特別支援学校から派遣されるコーディ

ネーターというのは、常に浜名特別支援学校にいて、

ほかの園だとか、ほかの小・中学校へも要請があれ

ば出かけるという方なんでしょうか。初めて聞いた

ものですからお伺いします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 特別支援コーディネーターからは、幼児の教育相

談の中では、対話方法として、演習とか、そういっ

た直接的な御指導はいただいておりません。お子さ

んのふだんの様子とか、保護者がお子さんの状況を

どう受け止めているのかという観点からのアプロー

チの方法の事例などを教えていただいているという

ことでございます。 

 議員が今おっしゃった保護者との対話方法を学ぶ

機会という部分につきましては、これは公立園のみ

でございますけれども、８月の初旬に県の幼児教育

サポートチーム、講師が静岡県の福祉大学の非常勤

講師でございますけれども、この方の、保護者に寄

り添うという講話の中で、保護者面談における技法

であったりとか、その流れ、コツ、あとは傾聴する

とか、そういった留意点を学んでいるという実績が

ございます。 

 ２点目のコーディネーターの関係のことですけど

も、コーディネーターさんにつきましては、支援校

の校長先生が指名した特別支援学校の先生というこ

とになりますので、常に在籍はしている状況でお伺

いしております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。そういう身近

なところ、身近というか、距離的にも近いところか

らの講師を招いての学びがあるというのはいいなと

思いますし、また、保護者との対話というのは、心

はあるんだけど、心ないと思われる受止めをされる
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保護者もいらっしゃるかもしれないので、経験とか、

とにかく寄り添う姿勢でつなげていっていただけれ

ばと思います。 

 では６番の質問に行きます。支援が必要な子供、

家族の個別支援プログラムや関係機関連携会議の実

施状況についてお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 支援が必要な子供・御家族に対する状況や支援内

容は多岐にわたっております。そのため、発達相談

における相談記録、園等での個別の指導計画など、

必要に応じて各関係機関がそれぞれの立場で記録や

計画を作成しております。 

 これらの記録や計画については、相談の場などで

関係機関同士が共有し、必要に応じて支援の方向性

等を検討してまいります。また、ケースに応じて必

要なときに関係機関に声をかけて、連絡会議を開催

し、支援調整を実施することで、途切れることなく

支援をつなげていけるよう努めております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 今の御答弁だと、それぞれの

立場で計画を作成していると、それは業務としてや

っているので当然のことだと思うんですけど、また

必要時というのもちょっと気になったりしましたが、

妊娠期から出産後も伴走型相談支援制度というのが

スタートしていますよね。それで特定妊婦のみなら

ず、支援プログラムの作成がされております。令和

５年からされていますけれども、その後も就園、就

学という子供さんのライフステージで、それぞれ必

要な発達段階に応じたプログラムが作成されて引き

継がれていると思いますが、先ほど相曽議員の質問

にもありました手帳などの取得者については、相談

事業所の相談支援がついていてのプログラムもあり

まして、やはりそういう課題のあるお子さんに関し

ては、必要時というか、定期的なケース検討会を開

かなきゃいけないと思っているんですけれども、そ

こら辺はばらばらであっては、１人の子供さんに関

して、いろんな機関がいろんなプログラムをつくっ

ていて、誰がどこで責任を持ってというか、一番中

心で、きっと御家族はいろんな機関でそれぞれこう

いう計画でいいですかと言えば、いいですよとサイ

ンはされていると思うんですけれども、それを中心

となって見ていく人というのができているのか、そ

の辺の流れはいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 サポートプランは、こども家庭センターにおきま

して支援が必要と判断した家庭に対して、課題の整

理、それと必要な支援計画、これを保護者と一緒に

考えていくという形で、家庭全体の状況を踏まえて

作成しております。当然、ライフステージが変わっ

ても継続はしていくものということで、個別に計画

などを作成しているわけなんですけれども、子供さ

んに関する部分につきましては、こども未来課が中

心となって、関係する関係者に寄っていただいて、

就園であったり、就学の際にはそういった会議を通

して情報を伝えていくということで、一連の流れと

いうものはできているのかなとは認識しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 相曽議員に引き続き、支援プ

ログラムというか、誰が責任を持ってというところ

もありますので、もちろんそれぞれの必要なところ

の相談員さんと計画は練られていると思いますけれ

ども、先ほども言ったような、横串を入れるという

か、行政としてもそういうアドバイスができるよう

な行政であってほしいなと思います。 

 では７番に行きます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員、質問の途中であり

ますけども、１時間経過いたしましたので、ここで

暫時休憩を取らせていただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。では暫時休憩とし、再開を11時15

分といたします。 

午前10時59分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き、13番 佐原議員の一般質問を行います。
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主題１の７番目からとなります。佐原議員、どうぞ。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。すみ

ません、議長、６番に戻って確認したいことがござ

いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 先ほどは、それぞれのお子さ

んの関わっている部署でいろんなプログラムが作成

されていると思うけれども、うまくその連携が図ら

れて流れができるといいという思いで質問しました

が、例えば提案ですが、パソコン入力しておいた情

報をそれぞれの関係部署で見られるようにというの

がセキュリティーの問題で難しいようであれば、少

なくとも御家族も頭が一つになるような共通のフォ

ーマットみたいなのを作成して、保護者がそれを一

つ持っていれば、どこの機関に行っても、ぱっとそ

れを見せると一から十までしゃべらなくても情報が

提供できるとか、そういうようなものも、きっと放

課後等デイサービスと言われるものとか、お子さん

が関わるところは民間事業者であったり、そういう

国の給付があるようなものであると、きっと決まっ

た様式があって、そこに入力していろんなものを作

成していくと思うんです。そうするといろんな様式

のものを御家族が抱えて、見て、理解していかなき

ゃいけないというところがあるんですけど、それは

それとして、そういうものを入力しなければ国から

給付される機関はお金も落ちないんでしょうけれど

も、湖西版の分かるようなものなどの作成も、御家

族、保護者たちの御意見も聞きながら検討していっ

てみたらどうでしょうかということをお伝えします。 

○議長（神谷里枝） 伝えるだけでいいですか。 

○13番（佐原佳美） 答弁をお願いできたら、どう

でしょうか。 

○議長（神谷里枝） 質問でしたので。 

 こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 個々の機関で作成する個票につきましては、やは

りそれぞれの専門部署、作成している機関の観点と

いう部分でできております。今私の手元に園でつく

っているような個別の計画があるんですけども、こ

の計画を見ますと、園での生活的な部分、発達的な

部分、細かに食事の部分はどうだ、排せつの部分は

どうだ、運動はどうだ、言語はどうだ、対人関係は

どうだというところで、細かに触れられている部分

がございます。議員御指摘の統一的な湖西版の様式

という部分につきましては、関係機関のそういった

個別の個票を集約して一つにうまくまとまるもので

あれば、活用していくのはいいんじゃないかなと思

いますので、個別のそういうプログラム、個票を整

理させていただく中で、今後に向けて一つ研究の材

料とさせていただけたらなと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。担

当者の皆さんの御負担になるのかもしれませんけれ

ども、しっかりと家族を支えるというみんなの情報

共有とか、共通認識というものはきちっと踏まえて

関わっていただけるツールになればと思います。 

 では７番へ行きます。放課後等デイサービスの不

足による利用制限や市外利用の現状把握を踏まえて、

今後の対策はいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 放課後等デイサービスの事業所は、令和６年から

３事業所が増加し、現在は11事業所となり、サービ

ス基盤は着実に充実してきています。支援を受ける

御本人にとって適切な利用回数を確保することが重

要であり、利用者数の増加により利用回数が制限さ

れることは避けるべきであると考えています。 

 しかしながら、現在、市内の医療的ケアが必要な

障害児が市外の事業所を利用している状況は把握し

ております。 

 医療的ケアの必要な重度心身障害児を受入れでき

る事業所が市内にはありませんので、市内事業所の

体制や設備について実態の把握に努めているところ

でございます。この調査結果に基づき、受入れ環境

の整備に向けて事業所と協議を重ね、改善していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ぜひともよろしくお願いしま
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す。 

 では８番に行きます。市内に児童のショートステ

イ施設がない現状への今後の対応をお伺いいたしま

す。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 障害児につきましては、障害児支援区分の区分１

以上に該当すれば、短期入所のサービスを利用する

ことができます。 

 しかし、議員御指摘のとおり、障害児に対し短期

入所サービスを提供している事業所は、現時点では

市内にいないため、浜松市や豊橋市の事業所を御利

用いただいている状況でございます。 

 市内のショートステイ施設では、障害児に対して

サービスを提供するために必要な資格を有する人員、

または専門的な知識を持つ人員が不足していること、

さらには、医療的ケアに必要な看護師を確保するこ

とが難しく、対応できる事業所が存在していないの

が現状でございます。 

 今後、需要や利用者のニーズ等を十分に把握した

上で、対応可能な事業所の発掘に努めていきたいと

考えています。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 先ほど、障害児支援区分１以

上の方はショートステイが利用できる制度がありま

すよということですけど、湖西市の障害児福祉計画

には短期入所施設の整備はうたわれていないという

ことでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 今現在ございます福祉計画の中には、短期入所施

設の整備についてはうたわれておりません。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。今後

の検討をお願いしたいところですけれども、これは

意見ですけど、時に障害を持っているお子さんの兄

弟は、親に代わって支援を必要とする子供の世話を

するヤングケアラーであり、常にはその子に関わる

親の時間が長いと寂しい思いをしている子供と想像

されます。親御さんとしてはほかの子供さんとの時

間をつくりたいと希望し、今回、この団体でいただ

いたアンケートには、ほかの子との時間をつくりた

い、それと、先ほども冒頭でも述べた御自身のレス

パイトケアのためにもショートを頼みたいという御

希望がありますので、御検討をよろしくお願いしま

す。 

 では９番に行きます。支援を必要とする子供の入

園・入学前の診断書の取得を希望しても数か月待ち

であり、医療的ケア児が市内で緊急時に頼れる医療

機関を確保できない現状を市としてどのようにお考

えでしょうか。これは今回、一番質問しようと思っ

た相談を受けた事案の質問でございます。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、現在、発達障害や医療的ケ

アを必要とするお子様の診断書の取得にかなりの日

数を要する場合があると承知しております。この原

因としましては、診断書を発行できる専門性を持っ

た医師が十分にいないことが挙げられます。 

 市としましては、主治医をはじめ、診療所や病院

との連携を強化し、必要な診断書は円滑に発行でき

るような体制を整えることが重要であると考えてお

ります。 

 また、医療的ケア児が緊急時に頼れる医療機関に

つきましては、主治医ではない医師が個々の状態に

応じた必要な処置を行うことが難しい場合があると

認識しており、緊急時に対応できる医療体制整備の

必要性を感じております。 

 市としましては、医療的ケアが必要なお子様、ま

たその保護者の方が安心して生活できるよう、医療

支援の充実とともに、保護者の皆様の負担軽減に努

めていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。 

 再質問ですが、本年３月に発行されました湖西市

こども計画があります。この75ページの第４章の施

策の展開、２－３小児医療、心身の医療体制、心身
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の健康等についての情報提供や心のケアの充実とい

う項がございまして、取り組む事業のナンバー166

のところに、障害のある子供への訪問事業というも

のが書かれております。保健師や精神保健福祉士等

により、在宅で生活する障害のある子供への訪問指

導を行います。担当は地域福祉課とありますが、こ

れらは実施されているのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 障害のある子供への訪問事業、訪問指導は行って

いるかということでございますが、この訪問指導も

含めまして、相談支援事業というものは、今、おぼ

とにございます障がい者相談支援センターみなづき

さんに、今現在、委託しているところでございます。 

 その中で、御家族、対象者の方から求めがござい

ましたら、その求めに応じた形で訪問するという体

制を今、整備しているところでございます。 

 現状は、そういったみなづきの方が訪問する前に、

計画相談支援事業所にそういった相談が入りまして、

そちらの事業所の相談員が中心となって、いろいろ

関係機関とも連携をしながら相談に応じている、対

応しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 私も先ほどの障害福祉計画を

探していたりして、そしたら、この湖西市こども計

画という、「こどもまんなか社会」という施策、こ

ども庁ができたりして、国が一生懸命取り組んで、

湖西市も昨年度一生懸命つくっていただいて、今年

の３月に発行された、ここを見たら、しっかり医療

的ケアとか、障害のあるお子さんへこういう事業を

行いますよということがしっかりうたわれていまし

た。 

 そしてまた、今回いただいた団体からのアンケー

トの中に、先ほど相曽議員も触れられていました医

療的ケア児等コーディネーターという職種があって、

そのアンケートをいただいた団体の中に訪問看護師

さんが含まれていて、その方からの情報提供なんで

すけど、先ほどは、市内には職員が１人おられると

いうことを言われていましたけど、その方が知って

る限りでは、民間には５人の有資格者がいると聞き

ました。それは訪問看護師が３人とリハビリの専門

職が１人、もう１人看護師という、この方々との連

携はされているんでしょうか。先ほどは、市の職員

が医療的ケア児等コーディネーターは１人いるから、

その人が中心的にいろいろやっていますよと、もう

ちょっとこれから充実していきますよという御答弁

だったと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、今、福祉サービスの事業

所にそれぞれ医療的ケア児のコーディネーターがい

らっしゃるということは承知しております。 

 現在、定期的ではございませんが、必要に応じて、

その医療的ケア等コーディネーターの方が核となっ

て、中心となって、関係する事業所、それからもち

ろん行政も入って、連携して、相談内容の対応をし

ているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） このアンケートに答えていた

だいた訪問看護師さんは、一度、地域福祉課から問

合せはありましたと、だけどそれからぱたっと何か

月もないですし、今回私に相談のあったお子さんの

こともよく承知している方で、また別の事業所の訪

問看護師さんからも、今回相談があったお子さんの

ことを聞きました。なので、やはりせっかくいらっ

しゃるいろいろな有資格者で、その分野に長けてい

る方との連携というのはしっかり取っていっていた

だきたいなと思っております。 

 では、もう一つ再質問させていただきます。こど

も計画の同じ項のナンバー170のところに、医療福

祉相談に対する相談員の配置が取組事業であって、

内容として、医療福祉に関する相談員、社会福祉士

を医事課内に配置し、小児外来とも連携します。院

内の医師や看護師及び患者家族からの要望に応じて

相談支援を行い、適宜必要な社会資源の提示や関連

機関・部署への情報提供と引き継ぎを行います。担

当課は医事課とあります。これは湖西病院の医事課

だと思いますが、湖西病院の相談員は医療的ケア児
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等の相談に乗ってコーディネートしているのでしょ

うか。 

○議長（神谷里枝） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（大貫義則） お答えします。 

 現在、市立湖西病院では、医療的ケア児の診療は、

医師、そのほかの人員等の問題もあって、実際には

行えていない状況です。そのためもあり、相談自体

が来ておりません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 現状は分かりました。 

 医療的ケア児の方が本当に主治医とする手術など

を必要とするというお医者さんは、県立こども病院

とか、本当に専門性の高い病院だということは承知

していますが、やはり近位で、先ほどの診断書をい

ただくだとか、日頃のちょっとした発熱ぐらいだっ

たら診てほしいとか、そういう主治医が必要だと思

うのは当然だと思うんです。このお子さんは市外の

医療機関を主治医として、今後、こども園に通園で

きるかなという状況の中で今推移しているところで

すけれども、開業医さんではなく、やはり病院だと

思います。このこども計画の中に載っている相談を

受けていくということはね。コミュニティホスピタ

ルなどをうたっている湖西病院としては、このこど

も計画にある事柄に積極的に関わっていく姿勢が求

められると思うんですけども、その方向性としては

いかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（大貫義則） ありがとうござい

ます。お答えします。 

 病院が積極的に関わる姿勢が大切で、やはり必要

だと考えております。病院だけではなく、開業医の

先生方との連携も必要なのではないかと思われます。

また、先ほど言われた、当院が目指しているコミュ

ニティホスピタルとしては、この地域の医療資源を

守って有効利用するためには、できることは提供し

て、できないものは連携等によって他施設なりに依

頼するもので、積極的に関わっていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。こ

ども計画から医事課と書いてありましたので、病院

のほうに振ってしまいましたが、とにかく人数は少

なくても、本当に市民の中で困っている御家庭があ

り、子供さんがいるということを、今、管理者もお

っしゃったように、できることは提供し、できない

ことはみんなで連携してという姿勢で、湖西市全体

が、その御家庭や関係者皆様に寄り添っていけたら

なと思っております。 

 ありがとうございました。以上です。終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、13番 佐原佳美議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

 次に、18番 二橋益良議員の発言を許します。  

〔18番 二橋益良登壇〕 

○議長（神谷里枝） それでは、18番 二橋益良議

員。 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。 

 今回、国でも問題になっている経済対策について、

湖西市としてどうかという質問をさせていただきま

す。 

 近年の国内における経済情勢は、社会変化と物価

高において国民の所得がついて行けない状況下で、

政府の経済対策が問われています。世界的に資本社

会の原点が問われていると言っても過言ではありま

せんが、あまりにもグローバル経済が進み、自由経

済の根本を揺るがしかねない状況であり、そもそも

資本社会の自由経済は理想概念があまりにも強く、

世界経済の成熟度が追いついていないと言えると思

います。貿易国の日本においては、企業の世界戦略

において、多くの内部留保資金の確保により、所得

に反映できない中、国民は物価高によりダブルパン

チを受ける状況ではないでしょうか。しかし、経済

発展により、ＧＮＩ、国民が国内外で得た所得を反

映させる、国民が豊かにならなければなりません。 

 そこで、湖西市における戦略として市と商工会等

により経済対策をより強固なものにする必要があり

ます。産業育成により市民の豊かさを反映させるこ

とは、市の施策が重要であると思います。特に商工
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会に所属する中小零細、卸業、サービス業、小売業

では従業員５人以下、製造業、建設業などでは従業

員20人以下、企業、それから農業、水産業対策は市

の喫緊のを課題として対応が望まれます。かつては

地域経済を支えてきたのは、まさに中小零細企業で

あり、まちの活性化については、小売商店と食をつ

かさどる農業・水産業だと思います。 

 もう一度原点に返り、そうした地域こそ底力があ

る活気のあるまちづくりの存在が望まれるわけでご

ざいまして、だからこそ今、市の経済対策の必要性

が重要だと考えられます。 

 質問の目的です。湖西市の現状と経済対策につい

て、施策をお聞きいたします。 

 それでは質問に移ります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○18番（二橋益良） １番目の質問としまして、湖

西市における社会経済の現状認識をお聞きしたいと

思います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 松原聡史登壇〕 

○産業部長（松原聡史） 二橋議員にお答えいたし

ます。 

 本市の現状でございますが、令和２年の国勢調査

を見ますと、就業人口のうち48.1％が第二次産業に

従事し、令和５年の経済実態構造調査では、製造品

出荷額が約１兆6,000億円に上り、県内で静岡市、

浜松市、磐田市に次ぐ第４位と非常に高い水準にあ

るなど、製造業を中心としたものづくりのまちとし

て全国に知られていると認識しております。 

 一方で、労働人口の減少であるですとか、自動車

産業におけるＥＶ化といった社会情勢の影響などを

考慮すると、製造業に過度に依存することにはリス

クもあると考えられるため、製造業だけではなく、

商業や観光業、農林水産業など、多様な産業で地域

経済を支えていくことが重要であると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 今、まさに現状というか、湖

西市の状況というのは、特に工業とか、その関連の

第二次産業、そうした中で培われているというのが

現況じゃないかなと思いますけども、どこの行政も

頭を抱えている問題だとは思いますが、本来、まち

の活性化ということになると、イコール商店とか、

あるいは観光並びに人を呼びつける産業が発展して

こそ、本当の本来の活性化じゃないかなと考えてお

りますけども、そこら辺のところはどうですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） 議員御指摘のとおり、今、

湖西市の現状としては、確かにものづくりの町とし

て非常に栄えてきたところでございますけれども、

まちの魅力という意味では、やはり商業であるだと

か、飲食業であるだとか、そういったところで人が

行き交うまちであることが、そのまちの活性化につ

ながると思いますので、そういった産業の振興とい

うものも非常に重要であると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） それと同時に、先ほどの原点

に返りまして話をしますと、特に工業ですけども、

零細企業とか小企業は非常に苦しい状況になってお

ります。なぜかと言いますと、やはり下請、一次、

二次、三次、こうした下請の今までの市内の企業が

製品に転嫁できない、要するに製造するために人件

費は上がる、部品も上がるということで、それに対

応できないような状況になっているというのが現状

じゃないかと思いますけれども、零細企業について

はどうですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 先日、金融機関とも情報交換をしたりしたんです

けれども、その中でも、やはり今議員がおっしゃっ

た価格転嫁という点に関しまして、できているとこ

ろもあれば、全くこれまでできずにきているといっ

たような企業もあるという意味で、非常に二極化し

てきていると考えております。 

 特にそういった面におきましては、議員御指摘の

とおり、中小零細企業においては、なかなか価格転

嫁できないというようなところもあると思いますの
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で、そういったところに寄り添うためには、やはり

商工会とともに経済対策を行っていく必要があると

考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） そうしたまちの活性化の原点

を一つ探っていただければと思います。 

 次、２番の質問に行きます。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○18番（二橋益良） それについて、特に関連する

のは商工会なんですけども、市と湖西、新居商工会

の連携についての現状をお聞きいたしたいと思いま

す。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 湖西市と両商工会は、雇用支援、創業支援、経営

支援など、様々な分野でお互いの強みを生かして連

携事業を進めているところでございます。 

 雇用分野では、高校生向けの合同企業説明会であ

る「湖西市Ｊｏｂフェア」において、市が全体的な

運営を行う傍ら、商工会では、会報による企業募集

や当日のブース設置などをしていただいているとこ

ろでございます。また、創業分野では、補助金の執

行等を担う市と経営指導を行う商工会が、双方の知

見を生かし、共同で相談を受け付ける「夜間創業相

談事業」を行っており、「わしづ駅前ちょこっと夜

市」でも、商工会が持つノウハウを出店者に伝える

ことなどが成功につながった要因の一つであると考

えております。 

 また、より密に情報共有、連携を図るため、市長

と両会長を中心とした三者会や事務局長と産業部に

よる三者連絡会、商業、工業の各担当による担当者

会議を定期的に開催しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 細かい施策については、後ほ

どまた５番のところで聞きたいと思いますけども、

いずれにいたしましても、今、商工会に市が関わっ

ている状況といいますと、まず基本的な事務経費、

人件費、それから事業を展開したときの補助という

ような形の中で、今まさにおっしゃるとおり、国の

施策だけに頼ってるような状況が濃いんじゃないか

なと思います。しかしながら、湖西市の行政として、

湖西市に合った新しい支援事業、あるいは発展のた

めの施策をどう展開するかということを提供するの

が、本来の湖西市の役目だと思いますけども、そこ

ら辺はどうなんですかね。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、商工会向けの補助金とい

うのは、県とともに支出をしているところでござい

ますけれども、市の独自の施策といたしましては、

例えば、先ほど言った「ちょこっと夜市」の話でご

ざいますとか、あとは今年始めたまちあるき観光案

内所につきましては、市内の飲食業、それからスポ

ット、そういったところに詳しい商工会に委託する

など、まちづくりの活性化に向けまして、商工会と

ともに今事業を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） これから、もっともっと活性

化のために施策を練っていかないかんと思いますけ

ど、一番大事なのは、やはり湖西市の行政がどれだ

けそういう施策を提供できるかということにかかっ

てくると思います。 

 それでは３番に行きますけど。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○18番（二橋益良） そこで問題なのは、今、協議

会が開かれていて準備段階ではございますけれども、

湖西と新居の商工会が活躍できるような戦略を想定

しているかということで、まさにこの後の質問の合

併につながってくる質問と思いますけども、どんな

戦略を練っているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 商工会は、商工会法に基づきまして、小規模事業

者に対する経営改善普及事業、これをまず行うとと

もに、地域総合経済団体として商店街の活性化や地

域ブランドの創出など、地域経済の活性化に必要な

事業を実施することが期待されております。また、
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中小企業等経営強化法に基づく認定支援機関として、

創業や経営革新などを支援することなどが定められ

ておりまして、最近では、小規模事業者のデジタル

化支援の担い手としても位置づけられるなど、その

役割は非常に拡大してきていると認識しております。 

 市といたしましては、中小企業支援や創業支援、

地域活性化などの事業につきまして、構想の段階か

ら実施まで商工会と密に連携し、商工会が十分に活

躍できる環境づくりに努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 事業展開というのは、どうし

ても隙間ができる。要するに、この事業はこの事業

として特化するけども、だけど次の事業の間にこう

いう隙間がありますよというのはたくさんあると思

います。それは、ぜひ商工会をベースにして、事業

者の意見を聞く、やっぱり現場の意見を聞かないと、

背中の痒いところへ届かないという現状が生まれる

と思うんですけども、そういう事業者の意見を集約

した事業というのはどうなんですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 先ほど申し上げたように、商工会とは定期的に情

報交換をしておりまして、それから生まれた事業と

して具体的なものと言われると、すみません、すぐ

には出てこないんですけれども、今、特にそういっ

た連携を強化しておりますので、今後そういった商

工会からのアイデアに基づいた事業も検討してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 私も商工会に提案したことが

あるんですけども、近々なんですけども、これから

合併も当然あり得る話だと思いますので、まず事業

者にアンケート調査をすると、そのアンケート調査

の内容もちゃんと吟味しないと、誘導型のアンケー

トだと本当の意見が聞けないものですから、そうい

ったことを投げかけております。また御支援をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは４番に行きます。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○18番（二橋益良） これから、湖西市商工会と新

居町商工会の合併協議における市の役割をどう考え

てますかということなんですけども、この小さなま

ちに２つ商工会があって、果たしてその連携がうま

くいくかというところで、ただ、新居の事業展開と

湖西の事業展開はかなり違うと思うんです。特に湖

西のほうは工業が中心で、新居は商業、観光が中心

だというところの違いはあると思いますので、これ

が本当に合体したらすごい経済効果も生まれるんじ

ゃないかなと期待しております。この関わりに市が

どう考えているか、お伺いします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 今年３月27日でございますが、新居町商工会と湖

西市商工会において、合併に関する基本協定書が取

り交わされておりまして、その協定書に基づき設置

された合併協議会におきまして、湖西市からは私、

産業部長がオブザーバーとして参加しております。 

 湖西市としましては、市内経済への影響ですとか、

近隣市町の状況、それから商工会法に基づく手続な

どにつきまして、客観的な立場で支援することが求

められていると考えておりまして、今後の合併協議

会の動向に応じて、必要な情報提供や助言を行って

まいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） これは団体の合併なものです

から、直接行政が中に入ってというのは難しいと思

います。しかしながら、やはり湖西市の産業を支え

るための施策として、湖西市が関与しないといけな

いと思っていますけども、協議書の中の一番の原点

が、対等合併というのをうたってありますので、そ

こは曲げられない、本筋を立てた合併をしていかな

いといけないと思うんですけども、今現在で一番底

辺の最初の入り口がまだ突破されてないんですよね。

細かいことだけに焦点を合わせてやっている状況な

ものですから、これはいかがなものかなと思います

ので、やはり行政側が誘導体制を取って、一つ一つ

階段上るように合併協議は進めていかないといけな
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いと思いますので、協議の内容は行政側も吟味する

必要があると思うんです。一つ一つ先へ持ってくと

いう感じでね。いつまでも原点ばっかりやっている

となかなか進みませんので、そういう期待をしてお

りますので、ぜひこれについては力を入れてお願い

したいと思います。 

 それから５番にいいですか。 

○議長（神谷里枝） 今の答弁はよろしいですね。 

 では、次にどうぞ。 

○18番（二橋益良） ５番目の質問ですけれども、

先ほどお話があったように、商工会サイドでは、夜

間創業経営相談会等で、鷲津駅前商店街協同組合サ

ポの活用状況が見られると思うんですけども、今後

はどう展開していくのか、行政側としてのお考えを

聞きたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 鷲津駅前商店街協同組合サポにつきまして、今年

度は夜間創業、経営相談会の会場としてお借りして

おり、11月末時点で17回活用しております。内訳は、

夜間創業、経営相談会が６回、イベントが８回、打

合せ、会議が３回の計17回となります。 

 今後の展開でございますが、夜間創業、経営相談

会の会場は市内のほかの場所で検討しておりまして、

現時点で市としての利用計画はございません。 

 ただ、市では、わしづ駅前ちょこっと夜市の開催

など、鷲津駅周辺のにぎわい創出に取り組んでいる

ところではございますので、今後も引き続き、商工

会や鷲津駅前商店街協同組合と連携して、駅周辺の

活性化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） 現状の湖西市としては、どう

しても中心が鷲津になってしまうものですから、そ

れは仕方ないといたしましても、せっかくＪＲの駅

が３つもあるような、小さなまちだけども駅が３つ

あると、もしくは天竜浜名湖鉄道を含めばもっと数

が増えるということで、要するに公共の交通機関の

原点はそこに全てあるものですから、こういうのを

利用して、ぜひまちの発展を考えていっていただき

たいなと思います。 

 これから、やっぱりいつでも立ち寄れるような、

こういうサポが必要かなと、というのは、わいわい、

がやがややっていたらこんなアイデア出たよとか、

わいわい、がやがややっていたらこういう連携がで

きるようになったとかということが生まれると思う

んですよね。ですから、せっかくこういう活用をし

た状況をこれからも続けていって、もっと発展させ

ればよろしいかなと思いますので、これからもお願

いしたいと思います。 

 以上で今の質問を終わります。 

 あと６番の質問ですけども、最後になりますけど

も、ちょっとくどいようですけども、市内の経済発

展の底上げを、先ほど言った原点が備わらないと、

頭でっかちではなかなかまちとしての形態ができま

せん。そうした底上げの経済対策が不可欠だと思い

ますが、今後どのような施策をお考えですか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） はいお答えいたします。 

 商工会と連携した市内の経済発展の底上げという

ところを中心にお答えいたします。市といたしまし

ては、次の３つの施策に重点的に取り組んでまいり

ます。 

 まず１つ目は、市内事業者への支援になります。

販路拡大やＤＸ化のための補助金、就職フェアなど

の雇用対策等を通じ、地域経済を支える中小企業者

の下支えを行ってまいります。 

 ２つ目は、新規創業者への支援になります。夜間

創業相談など、両商工会と連携した伴走型支援を実

施するとともに、ビジネスチャレンジ支援補助金を

活用し、創業者数の増加を図ってまいります。 

 ３つ目は、まちなかの活性化になります。両商工

会とも連携し、まちなかでの魅力的なイベントの開

催やまちあるき観光案内所での観光施設や飲食店へ

の誘導などを行い、にぎわいを創出してまいります。 

 市民と事業者の双方にとって魅力的なエリアを形

成し、新たな人の流れを生み出すことで、地域経済

の発展と底上げを目指してまいります。 

 以上でございます。 
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○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） まさにそのとおりなんですけ

ども、今、行政側がお考えの原点というのは、どう

しても単発的に、観光なら観光、商業なら商業、工

業なら工業、そういうようなところに立っているん

じゃないかなとちょっと見えるわけでございますけ

ども、本来、まちづくりというのは、まずまちの構

想があって、総合計画であるように、行政側の計画

ではなくて、まちづくりの構想、ですから、それに

対して、全部の連携が取れて、初めて湖西市の活性

化ができると思うんですけども、これからそうした

各施策の連携を、ぜひこの商工会を使って、あるい

は市民の意見を聞きながら進めていっていただいた

らと思いますけども、その点どうですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 まさに議員がおっしゃったように、観光ですとか、

商工業の連携ですとか、それから、それが重なった

ところでのまちづくりに関しましては、現在も商工

会の会長を含めて密に連携、情報交換等をしておる

ところでございますし、総合計画審議会にも商工会

の会長がメンバーとして加わるなど、あるいは湖西

市のほうは役員の方が携わるなど、そういったとこ

ろで、商工会の方にまちづくりに携わっていただい

て、今も携わっていただいていると思いますし、こ

れからもその辺を強化してまいりたいと考えており

ます。 

 また、具体的な事業につきましては、来年度予算

で考えておりますので、またそのときに御説明を差

し上げたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 二橋議員。 

○18番（二橋益良） ちょっと時間は過ぎましたけ

ども、もうこれで終わりますので。 

 元気になるまちづくり、これが一番大事だと思う

んです。ですから、ぜひ行政側も奮起していただい

て、今の力を倍ぐらい出していただいて、元気にな

るまちをお互いにつくっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、18番 二橋益良議員

の一般質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩といたします。再開は13時とさ

せていただきます。 

午後０時02分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 次に、16番 馬場 衛議員の発言を許します。 

  〔16番 馬場 衛登壇〕 

○議長（神谷里枝） それでは、16番 馬場 衛議

員。 

○16番（馬場 衛） 16番 馬場 衛でございます。

一般質問をさせていただきます。 

 今回は主題を２つ用意しました。湖西市の道路整

備事業の考え方と取組、もう一つは湖西市スポーツ

推進計画の取組であります。 

 それでは、主題１から入りたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○16番（馬場 衛） 質問しようとする背景や経緯

であります。 

 今回の一般質問では、私は湖西市の道路について

視点を向けてみました。道路にはそれぞれの役割が

あります。日常生活に欠かせない生活道路、通学路

での安全性のある歩道、通勤のための自動車と物流

を担う産業道路、災害時に必要とする高規格道路な

ど、道の機能は多種多様であります。 

 ここで市の状況へ目を向けてみますと、朝夕の通

勤時の渋滞、歩道のない通学路、日常生活における

歩道未整備の道路、安全性が確保されない状況があ

ります。湖西市は公共交通が充実しているとはとて

も言える状況ではありません。日常生活、移動手段

としての自動車は、生活上欠かすことができない状

況にあります。まさに車社会のまちと言えると思い

ます。道路整備の推進は市の発展にも重要と認識し

ているところであります。 

 市の現状を見てみますと、道路の維持管理におい

ても十分であるとは言い難いです。道路に関する事
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故による損害賠償事案も年間に数件発生している状

況でございます。このような状況から、道路維持管

理に課題を残すと思っております。 

 また私は、まちづくりには２つの重要な項目があ

ると思います。一つは、人づくりです。そしてもう

一つは、道路整備。これが一番重要じゃないかなと

考えております。このことから、安心・安全な市民

生活を守る観点から、市の道路行政の取組について

確認させていただきます。 

 質問の目的であります。日常的に車両等を必要と

する湖西市の市民生活に直結する安心・安全な道路

の整備を推進するためでございます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 湖西市全般の道路インフラについて、所管課とし

て、課題も含め、道路の現状をどのように捉えてい

るか、お尋ねいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。都市整備部長。 

  〔都市整備部長 匂坂拡登壇〕 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 馬場議員にお答えい

たします。 

 本市における道路の現状は、未整備の都市計画道

路が約17キロメートル残っており、交通集中の発生

や歩道が未整備な通学路が存在するなど、まだまだ

十分ではないと認識しております。 

 また、既存の道路では、毎年、自治会要望などに

基づき維持修繕を適宜実施しており、さらに橋梁な

どの構造物については、計画的な点検と修繕を行う

必要があり、今後老朽化に応じた予防保全型の適切

なメンテナンスが求められてまいります。 

 道路は、市民生活や地域の産業活動を支える最も

重要な社会基盤である一方で、整備や維持修繕には

多額の費用を要することから、限られた財源の中で、

国の交付金などの活用を図りつつ、計画的、効果的、

また効率的に整備、維持修繕に取り組んでいく必要

があると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 答弁ありがとうございました。

所管課としても道路事業については十分認識されて

いると認識させていただきました。 

 今の答弁の中でも、道路の維持管理についてはや

はり予算も大変必要になるし、まして新しい道路と

か、既存の道路をちゃんと整備して進めるために、

本当に予算を確保することが大変重要なことだと思

っておりますし、その辺のところの認識については、

所管課としても十分理解していると察しました。理

解されているので一つは安心しております。 

 次の２番に移りたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○16番（馬場 衛） 都市計画道路５路線の進捗状

況と整備の優先順序、整備期間、また完了予定につ

いてお伺いしたいと思います。アからオまで５路線

ありますけど、順番によろしいでしょうか、お願い

いたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 まず、アの鷲津駅谷上線のうち、遠鉄ストア湖西

店前の事業中区間につきましては、平成30年度に着

手しておりまして、現在、公社が先行取得した用地

の買戻しと道路改良工事を進めております。今後の

予算次第ですけれども、令和11年度の完成を目指し

ているところでございます。 

 次に、大倉戸茶屋松線のうち、事業化検討中の新

幹線跨線部から北側の区間につきましては、現在、

事業着手に向け、ＪＲ東海及び県との調整を進めて

いるところでございます。市の整備区間が決まり次

第、令和８年度中の事業認可取得を目指していきま

す。なお、完了予定は現時点では未定ということで

ございます。 

 次に、表鷲津漁港線のうち、事業化検討中のジェ

イテクトコラムシステム前の未整備区間につきまし

ては、令和５年度から測量や調査設計を進めており

まして、本年度の事業認可取得を目指して県と協議

を重ねているところです。認可期間は令和８年度か

ら令和12年度までを想定しておりまして、令和８年

度以降、国の交付金採択を受け、事業に着手する予

定でございます。 

 次に、浜名弁天線のうち、事業化検討中の国道１
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号新居弁天インターチェンジから住吉公民館までの

区間につきましては、令和４年度から道路予備設計

及び用地測量を進めており、財政的なめどが立ち次

第、事業認可を取得し事業着手していきたいと考え

ております。 

 最後に、南部幹線、いわゆる県道豊橋湖西線のう

ち、事業化検討中の古見地内の未整備区間につきま

しては、県から、令和４年度から５年度にかけて測

量設計を実施したと伺っており、今後も県と連携し

て事業化に向けた環境整備を進めてまいります。 

 整備の優先順位につきましては、それぞれの路線

の性格や事業の目的、事業に対する熟度など個別事

情が異なり、一概に順位づけをするのは難しいとこ

ろでございますが、事業中の路線は早期に完了を目

指すとともに、事業化検討中の区間につきましては、

市の南北幹線軸を形成する「大倉戸茶屋松線」の未

着手区間の事業化が最優先課題であると認識してお

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） ５路線につきまして、細かく

説明をいただきました。ありがとうございます。 

 今、一番最重要道路として、イの大倉戸茶屋松線

のお話が出たんですけど、バッテリーロードができ

てからその先を皆さん本当に期待しているんですよ

ね。新幹線ができることによって、全然道路事情と

いうか、物流についても全て違ってくると思います。

１つの道路ができることによって、まちの形態自体

も変わるというぐらい、あそこについては重要だと

思っていますし、もう既に令和４年からですかね、

調査とか、いろいろなことが出て、地域の住民説明

も、立ち退きの係るところについては、そんな説明

会を開いているというのも、もう大分前になると思

います。 

 いずれにしても、その大倉戸茶屋松線が通ること

によって、湖西市の交通の流れというか、人の流れ

も変わってくるんじゃないかなと大変期待しており

ますので、引き続き、早く着手できるように、事業

化できるように努めていただきたいと思います。 

 事業化に進めるためには、地権者とか、そういっ

た住民の方々の理解も大変必要だと思っております

ので、後のところでもまた少しお伺いさせていただ

きますが、いずれにしろ、まだ手つかずのところで、

今の一番最初の鷲津駅谷上線についても、今か今か

と、あそこまでできて、その先が何でできないと、

今聞くと令和11年完成だと、まだまだ３年、４年先

になっちゃうので、とにかく道路を造るには時間と

お金がかかることは重々承知しています。課題につ

いても、担当課としても十分認識されておられると

いうことです。しかしそれを早く進めるために、地

域の地権者とか、そういった方の協力を得るような

チーム湖西、担当課として一致団結というか、一丸

となって取り組んでいただく、そういう姿勢を市民

に見せるということも大変重要だと思いますので、

道路行政自体は、必ず時間とお金、これが課題とな

ると承知しておりますので、ぜひ取り組んでいただ

きたいと思います。 

 あと細かいことについては、また別の機会に聞か

せていただきたいと思います。 

 次の3番目に入りたいと思います。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○16番（馬場 衛） 事業進めるための所管内での

検討、また、どのような頻度で検討会などが行われ

ているのか、また、課題解決に向けた議論はどのよ

うな形でされているのか、お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 道路事業、特に道路の拡幅や新設を進めるには、

先ほど議員おっしゃったとおり、新たに道路となる

区域の土地を所有する皆様などの協力が必要不可欠

であります。こうした方々の協力を得て円滑に事業

を進めるためには、あらかじめ市内のどこが未整備

区間で、各区間のおおむねの事業着手時期等の情報

を提供することがまず重要であると考えております。 

 このため、本年度から２か年をかけて、各路線ご

とに必要性や合理性などの再検証を行い、道路の整

備プログラムを策定する予定であります。なお、こ

のプログラムは、社会経済情勢の変化を踏まえて、

適切な時期に時点修正を行うべきものと考えており

ます。 
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 また、事業着手段階では、ワークショップですと

か、説明会の開催を通して、事業目的をしっかり理

解いただくとともに、意見・要望を伺って、必要な

場合には計画への反映を議論することも必要である

と考えております。 

 さらに、事業着手後については、事業が効果的、

効率的に進められるよう、年度ごとの事業計画を定

めますが、用地取得の時期などについては、個々の

事情に応じて臨機応変、柔軟に対応していくことも

必要であると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 都市整備部長の今の答弁、し

っかり物事を考えていただいているという認識を受

けました。しかし、それを実行しなきゃいけない。

最終的にはそれを実行しなければ何もならないと、

考えることだけは、机上の上なものですから、それ

をいかに市民に徹底した中で説明して理解をいただ

き、協力を得ると、これが必要なことだと思います

ので、今言われたことを忠実にお守りいただくこと

を期待しておりますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、４番目に入りたいと思います。 

 道路による事故、結構、損害賠償等、先ほど背景

の中でも述べさせていただきましたけど、防止のた

めの取組についてお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 本市では、安全に道路が利用できるよう、道路の

管理瑕疵による事故の未然防止を重要な責務と捉え、

巡視・点検や修繕等の維持管理に取り組んでおりま

す。 

 具体的には、市内を６地区に分け、各地区毎月１

回行う職員による定期巡視や台風、大雨などの異常

気象の後の臨時巡視により、路面の損傷や側溝、ガ

ードレールの破損、倒木、のり面の異常などの早期

発見に努めております。また、市の公式ＬＩＮＥを

通じて、道路の異常を通報いただけるようにしてお

り、今年度は毎月10件程度の通報をいただいている

ところです。 

 職員による巡視や市民からの通報で把握された路

面陥没や段差、倒木などにより通行に危険がある場

合は、速やかに仮復旧や規制措置などの対応を行っ

ております。 

 さらに、舗装や橋梁などについては、定期的な点

検を実施し、予防保全型の管理により、長寿命化と

瑕疵の発生防止を図っております。 

 引き続き、道路の異常箇所の早期発見、早期対応

に努め、道路事故の防止に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） ６地区に分けて、職員も見回

り、巡視等をされているということで、職員の見回

りとか巡視についてはある程度限界がある。市民か

らの通報制度も今構築されているということで、そ

ういった情報提供もあると、事前に事故防止につな

がっているということも伺っておりますので、それ

を含めて、まだまだ事故が発生しているのが現状で

ございますので、やはりその辺のところをしっかり

と、やはり市民一人一人が、ここは危ないねという

ことになって、そのデータをいただくことによって

事故防止につながっていくのが一番大きなことだと

思います。職員だけでは限界があると思います。努

力されているのはしっかり承知しておりますが、そ

の辺のところも市民にお願いしていただければと思

っております。 

 それでは、この項の最後の質問になりますが、い

ずれにしてもこの事業を進めようとするには、事業

予算、その確保が大変だと思いますが、その考えに

ついてお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 早期に事業を完了させるためには、やはり安定し

た財源確保が必要不可欠であります。特定財源の有

効活用を図るため、国庫補助の重点配分の要件に合

致するよう調査研究を進めるほか、土地開発公社に

よる用地取得を活用して事業費を平準化するなど、

限られた予算の中で計画的に事業が進められるよう

取り組んでまいります。 

 以上です。 
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○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 予算確保で一番大事なことだ

と思いますので、財政もしっかりと計画を立ててい

ただいて、市民が要求する道路はいろいろあると思

うんですよね。そのところについてもある程度優先

順序をつけていただいて、必要な部分については必

要な手当をしていただくように、市長もお見えです

ので、十分理解していただけるとは思いますが、予

算がなければ道はできませんので、我々も努力はし

ていきたいと思いますが、ぜひ頑張っていただき、

まちづくりの基本は道路だと先ほど申し上げました

けど、道路が１本できることによって本当にまちの

様子変わりがますし、今ちょっと悲しいかなと思っ

ているのは、競艇のオーバーブリッジが来年３月で

終わってしまうということで、それだけでもまた人

の流れというのは変わってきますので、そういった

いいことも悪いこともそうですけど、いいことのほ

うへ注力していただければと思っています。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、主題２に移りたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○16番（馬場 衛） 主題の２であります。第２次

湖西市スポーツ推進計画の取組についてということ

で質問をしようとする背景でございます。 

 第２次湖西市スポーツ推進計画については、５年

前の令和２年９月議会で私は一般質問させていただ

きました。この第２次湖西市スポーツ推進計画につ

いては、令和３年から令和７年の推進計画でござい

ます。この当時は東京2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会が新型コロナウイルス感染症で１年

先送りされ、競技に参加する多くのアスリートに困

惑を与えたことを鮮明に思い出します。翌年、日本

中を感動の渦に取り込んだ東京2020オリンピック・

パラリンピックが見事開催され、日本国民に感動と

勇気を与えてくれました。 

 コロナ禍が一応落ち着いてきたところであります

が、オリンピックの効果を受け、スポーツに参加す

る児童の増加を期待したいところでありますが、少

子化の影響も含め、スポーツ人口の減少は、少年団

などへの入団にも大きな影響を与えております。今、

スポーツの振興に向けた市の取組が求められている

ところであります。 

 第２次湖西市スポーツ推進計画は、明日の湖西市

をつくる人づくりを基本理念に置き策定されていま

す。市民の健康増進をお手伝いし、活動したい、運

動したいという要求に応え、市の実情に合ったスポ

ーツ推進施策を体系的、計画的に推進するものとし

ています。 

 その中で、基本目標「誰もが、いつでも、どこで

も、いつまでも親しみ、楽しむことができる生涯ス

ポーツ文化の推進」、２つ目に、基本施策として、

２項目、具体的な取組として７項目を掲げ、各項目

の活動に日々努められていることは認識するところ

であります。 

 第２次湖西市スポーツ推進計画の最終年度に当た

り、事業計画の進捗と内容の成果を確認したいと思

っております。 

 質問の目的であります。第２次湖西市スポーツ推

進計画の基本目標、基本施策を検証し、次期、第３

次湖西市スポーツ推進計画策定の確認をするために

質問させていただきます。 

 それでは質問事項１番目に入ります。よろしいで

しょうか。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○16番（馬場 衛） 第２次湖西市スポーツ推進計

画におけるこれまでの具体的な実施成果はどうであ

ったか、お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 湖西市スポーツ推進計画では、「ライフステージ

に応じたスポーツ活動の推進」と「豊かなスポーツ

ライフを支える環境づくり」の２本を柱とし、生涯

スポーツの推進に取り組んでおります。 

 生涯スポーツの推進に取り組む中で、スポーツ推

進委員による幅広い年代の方が気軽に楽しめるニュ

ースポーツの普及に努めてまいりました。また、指

定管理者が実施する自主事業のスポーツ教室の充実

などもあり、「週１回以上スポーツをする市民の割

合」の指標では、令和元年度に36.7％だったものが、
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令和６年度には、41.9％と増加したことが成果の表

れであると考えております。 

 今後も関係団体と連携し、生涯スポーツの推進、

スポーツによる地域活性化を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 数字で言えば、スポーツに親

しむ、取り組む人が36.7％から41.9％に増えたと、

これは数字から言えば、人口が減っている中で、結

構それ以上に高いものがあるかなとは捉えられるけ

ど、ただ中身を見てみると、そんなに人数だったと

いうか、スポーツで活性化できたかというのは、も

う一つ見えない。昨日、一昨日ですか、市町村駅伝

で、また今年も６位になったということで、昨年は

３年続けて私も現場へ行かせていただいたんですけ

ど、アスリートの取り組む姿勢があそこへ行ってみ

ると本当に分かるんですけど、風の中でしっかり走

って、地元のまちを背負って、見ていても本当に気

持ちがいいぐらい頑張ってやってくれているのが見

受けられます。 

 そんな中で、スポーツ自体は生涯学習なものです

から、一生ついて回ってくると思っておりますので、

引き続き、第３次に向けた、後のほうにもつながっ

てくるかと思いますけど、その辺の検証をしていき

ながら、湖西市のスポーツをしっかりと盛り上げて

いただければと思っています。 

 それでは、２番目の次期、第３次湖西市スポーツ

推進計画策定の時期になっておりますが、内容とス

ケジュールについて確認をさせてください。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 次期計画は、現計画、第２次計画に引き続き、

「生涯スポーツの推進」を目標として、年齢や性別

を問わず、誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境づ

くりを重点としております。 

 具体的には、新たに障害のある方のスポーツをす

る機会創出の項目やトップスポーツについて「見る」

機会だけではなく、「触れる」機会創出に関する項

目を追加しました。 

 策定スケジュールについては、令和７年４月と10

月に審議会を開催し、11月の定例教育委員会では、

教育委員の皆様にも素案を説明した段階です。今後

は、令和８年２月をめどに、パブリックコメントを

実施し、本年度内に策定完了予定となっています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 着実に策定が進められている

ように伺いました。 

 その中で、今、障害者の関係のお話が出てきまし

たので、その具体的な内容が分かりましたらで結構

ですので、ちょっと教えていただけますか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 まだ具体的な検討には至っておりませんが、障害

者の方のスポーツする機会を増やしていこうという

意味では、今回、第３次の計画に盛り込んでおりま

す。例えば、施設を利用するときに、例えば減免の

制度を、既にアメニティプラザではあるわけなんで

すが、それ以外の施設ではないといったこともあり

ますので、その辺の見直しだとか、拡充なんかもし

ていく必要があるのかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） しっかりと見守っていきたい

なと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 次の３番目に入ります。スポーツ推進委員による

ニュースポーツの実績と普及の状況についてお伺い

いたします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 スポーツ推進委員会では、ニュースポーツ体験会

をはじめとするイベントや出前講座による普及活動

を実施していただいております。令和６年度の実績

では、体験会等の普及イベントを16回、出前講座を

16回開催しており、延べにしますと、1,494名の方

に御参加いただいております。 

 湖西市発祥のデカスポテニスについては、民間団

体による大会開催や学校活動への活用などが行われ、

これらはスポーツ推進委員による普及活動の成果だ
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と考えております。 

 今後もデカスポテニスだけでなく、モルックやペ

タボードなど、様々なニュースポーツの普及を通し

て生涯スポーツの推進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） ニュースポーツのデカスポ、

モルック、ペタボード、今いろいろ言われて、その

結果も大勢の方が参加している。スポーツ推進委員

の努力もあるかも分かりませんけど、まだまだ広げ

る余地はいっぱいあると思いますので、引き続きお

願いしたいと思います。 

 それでは、４番目の質問に入ります。前期推進計

画では、ライフステージに応じたスポーツ活動推進

の中で、日本トップレベルの選手を招き、室内棒高

跳び大会を開催し、選手の育成と競技力の向上に努

めるとあったが、第２次スポーツ推進計画では、大

会の開催が消えてしまいました。記録会はやるよう

な形は聞いておりますが、全国でも数少ない施設の

有効利用も含めて、その考えを伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 トップレベルの選手を招き、その技術に触れるこ

とは、スポーツを身近に感じる意識づけの中で非常

に重要だと考えております。 

 第１次の計画を実行する中では、トップレベルに

触れる機会は棒高跳びのみでしたが、第２次の計画

を策定した令和２年度以降、そのほかのプロスポー

ツチームとの連携の機運が高まってきたこともあり、

棒高跳びに限らず、卓球やそのほかの競技にも広げ

ております。 

 室内棒高跳びについては、平成30年度以降、主催

である静岡県西部陸上競技協会の意向により、地域

の選手に重点を置いた記録会として開催しておりま

す。本年度も２月に開催予定であり、今後も室内棒

高跳びができる数少ない貴重な施設として有効活用

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 唯一というか、この地域では

本当に数少ない室内棒高跳びの競技ができるアメニ

ティプラザがあるものですから、つい最近の話でい

くと、今年も猛暑で、湖西市内の棒高跳びを練習す

る場所が新居町のほうにありますが、そこのお話を

聞くと、夏はとても屋外では練習ができませんでし

たと。というのは、着地するマットのところに手を

当てるだけでも熱くて耐えられないという状況があ

って、せっかくある施設ですので、以前のような競

技会をやってくれとは、できれば本当はやってほし

いですけど、県の協会にもお願いして、そういった

中で、結構今の中学生でも成績を残している子供も

いるし、全国大会へ一緒に行って、その施設の責任

者の方もついて行ってるような状況を伺うと、やは

りもうちょっと有効利用できないかと、せっかく東

海地区でも４つ、全国的にも４つか５つぐらいしか

ないじゃないですかね。その施設が湖西市にあって、

ほとんど年に２日ですか、記録会ですと、これしか

使われていないです。何かもうちょっと使える方法

があるんじゃないかなと。なかなかメジャーじゃな

いものですからね、それでも棒高跳びから言うと、

そういった施設の中から優秀な国のトップレベルで

ある選手を輩出するということも、それも一つの大

きな夢じゃないかなと思っていますので、市長も含

めて、ぜひお力添えいただければと。協会にもいろ

いろ声をかけていただいて、記録会でとどめるだけ

じゃなしに、もうちょっと広げるというところも必

要じゃないかなと思っています。トップレベルの選

手が来てくれれば一番いいことだと思いますが、そ

ういった施設を大事にしていただきたいと思ってお

ります。 

 それでは、その施設の関係で５番目の質問に入り

ます。体育施設管理を指定管理者に委託しておりま

す。民間活用を生かしてスポーツ教室の充実とあり

ますが、実績はどうでしょうか。利用者からの声を

どのように把握しているか、施設整備の考えを含め

て担当課としてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 現在、指定管理者が実施しているスポーツ教室は、
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アメニティプラザで43教室、そのほか、運動公園と

新居体育館などでは29教室を実施しております。 

 スポーツ教室については自主事業であるため、利

用者の声などは月１回の定例会で共有しているとこ

ろです。指定管理者には、市民のニーズを捉えた高

い利用者満足度を目標にして、参加者増を目指し教

室を開催していただいております。 

 また、施設整備につきましては、各施設で老朽化

が進んでおり、建物本体や屋外施設、そのほか空調

設備の修繕が必要な状況です。今後は、大規模な改

修を見据えて計画的に維持管理を進め、利用者が安

全・安心に利用できるよう整備を進めてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） 民間の力というのはすばらし

いものがあると思いますので、いろんな教室もやっ

ていただいて、参加者からも、入ってよかったとか、

結構いい声を聞いております。 

 あと問題は、やはり今、老朽化が進んでいる体育

施設、屋外も含めてですけど、委託者には予算的な

限度がありますので、そこはやはり管理の責任者で

ある市がしっかりとバックアップをする。事故を起

こしてもらってからでは何にもなりませんので、そ

の辺のところはしっかりと肝に銘じた中で、管理に

も努めていただければと思います。 

 それでは最後の質問に入りたいと思います。ニュ

ースポーツ等を活用し、特に地域スポーツの活性化

に取り組むことを私は大変期待しております。所管

課としてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 ニュースポーツは、年齢や体力、性別にかかわら

ず誰もが気軽に取り組めるスポーツとして普及促進

に努めております。 

 また、幼少期については、ニュースポーツをきっ

かけに運動に興味を持った子供たちが、将来的に野

球やサッカーなどの競技スポーツへ移行することも

期待でき、地域の少年団やスポーツ協会など、世代

を超えた活性化にもつながるものと考えております。 

 ニュースポーツをはじめとするスポーツの推進は、

地域住民の健康増進や世代間交流、さらには地域コ

ミュニティの活性化にも資するものであると考えて

おり、今後も継続して広げていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 馬場議員。 

○16番（馬場 衛） ありがとうございました。 

 この21日に、ニュースポーツ体験会、これ知って

いますか。皆さんのところ来てないよね。もったい

ないですよね。スポーツ推進委員の方がぜひにと言

って、皆さんに声をかけて回っていますよ。ところ

が肝腎なところで、ほかの方は誰も知らないです。

本当にもったいないですよ。だからもうちょっとニ

ュースポーツをやるならやる形で、広めたいなら広

める形で、やはりちゃんと広報してもらわないと。

せっかく推進委員が頑張って新しいスポーツをやっ

て。僕はニュースポーツの中で、モルックもそうで

すけど、地域で頑張ってやってほしいです。モルッ

ク大会でも地域予選会をやって、市長杯とかつくっ

たらどうですか。そういうことをやらなければ地域

の盛り上がりはできないですよ。やはり地域からス

ポーツを盛り上げていく。そのことによって市全体

で、教育長からあったように、ほかの種目にも入っ

てくる、子供たちもスポーツに目を向けるようにな

る。やっぱり大人が誘導しないと私は駄目だと思い

ますので、推進委員に任せるだけじゃなくて、ぜひ

市でも取り組むような形でできればお願いしたいと

思います。 

 今日は言いたいことだけ言ってしまいましたが、

やはり湖西市の子供、生涯を通じた生涯スポーツも

我々に一生ついて回ることでございますので、皆さ

んと一緒に頑張っていければと思っています。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、16番 馬場 衛議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

 次に、４番 山口裕教議員の発言を許します。 

  〔４番 山口裕教登壇〕 
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○議長（神谷里枝） それでは、４番 山口裕教議

員。 

○４番（山口裕教） ４番 山口裕教。通告書に基

づき一般質問を行います。 

 主題、地域高齢者への支援体制向上について。 

 質問しようとする背景や経緯。地域高齢者の支援

について重要なことは、住民同士が支え合いながら、

安心して幸せに暮らせるような地域をつくることで

あり、そのためには、住民、福祉関係団体、社会福

祉協議会や行政などがお互いに協力し、それぞれの

役割を担いながら地域の課題を解決していくことが

求められると考えます。しかも近年では、少子高齢

化が進み、2040年には、湖西市の５人に１人が75歳

以上の後期高齢者となることが予測されています。 

 こうした社会状況を踏まえ、地域で支え合い、助

け合いながら快適な生活を送ることができる高齢者

支援体制の向上を図ることが重要と考え質問いたし

ます。 

 質問の目的は、地域住民が助け合い、高齢者への

支援体制を充実させ、高齢者の方たちが安心して健

康に暮らしていけるための質問です。 

 では質問に入らせていただきます。質問事項１、

高齢者安心サポート事業（高齢者の見守り）では、

新聞、郵便、金融など多くの事業者と協定した配達

員と協力し、高齢者宅の訪問時に異変などをチェッ

クしますが、協力業者との情報共有や連携の強化を

どのように図っていますか。また、成果をお伺いい

たします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 本事業は、高齢者のちょっとした異変を見逃さな

いため、配達員等が気づいた際に迅速に支援を行う

仕組みでございます。現在は、協定を締結した11業

種、17事業者に協力をいただいております。 

 協力業者から通報があった場合は、地域包括支援

センターの職員が現地確認を行い、市や民生委員と

連携し、適切な対応を行う体制を整えています。 

 情報共有や連携強化については、現在、地域包括

支援センターから市への報告にとどまっている状況

でございます。このため、横断的な情報共有や連携

強化のために、今後さらに改善が必要だと認識して

おります。その一方で、これまでにも早期支援につ

ながった事例があり、一定の成果が見られておりま

す。 

 今後は、こうした成功事例を基に、連携体制をよ

り一層強化し、より効果的な見守り体制を構築して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ただいまの回答で、早期支援

につながった事例もあるようですが、例えば、昨年

通報により駆けつけたことはありますか。もしある

のであれば、件数などがもし分かれば教えてくださ

い。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 回答の順番が逆になりますが、昨年度、２件の事

例がございました。うち１件は、移動スーパー、移

動販売を実施している事業所から、毎週来るお客様

が最近姿が見えないという通報が市役所に入りまし

た。その通報を受けてその方の御自宅を訪問したと

ころ、不在だったものですから、いろんな関係書類

からその方の親族の連絡先を調べまして、そちらに

連絡をしました。そのときに返ってきた返事が、お

姿が見えなくなった方は医療機関に入院していたと

いうことが判明した事例が１件ございます。 

 それからもう１件、これは新聞の販売店からの通

報でございますが、郵便ポストに３日間ほどの新聞

がたまっているという通報が市にございました。そ

の通報を受けまして、地域包括支援センターの職員

と市の職員がその方のお宅に訪問いたしましたとこ

ろ、出てきてくださったんですが、やはり具合が悪

くてぐったりしていたということで、救急隊に連絡

して救急搬送したという事例が１件、昨年はこの２

件の事例がございました。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） はいありがとうございます。
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通報により駆けつけ、問題がなかったほうがよいと

思いますし、大切なのは通報によりすぐに駆けつけ

る体制を整えていくことが重要だと思います。 

 高齢者安心サポート事業では、情報の共有と連携

体制の強化が一番大切であると考えますので、今後

も常に前向きに連携体制の強化に取り組んでいただ

きますようお願いいたします。 

 では、次の質問、いいですか。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○４番（山口裕教） では、質問２、高齢者の見守

りについては、地域の皆さんの協力が最も大切だと

考えますが、協力していただける近所の方々が抜け

なく確認できるよう、挨拶や声かけの強化をどのよ

うに進めていますか。また、成果をお伺いいたしま

す。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 高齢者の見守りにおいては、地域の皆さんの日常

的な協力が極めて重要でございます。挨拶や声かけ

を通じた自然体の見守りが高齢者のちょっとした異

変の早期発見にもつながる有効な手段であると考え

ております。 

 本市では、老人クラブ連合会が実施する「町ぐる

み友愛活動を推進事業」による訪問活動に加え、地

域包括支援センターや民生委員による独居高齢者宅

への訪問を通じて、地域ぐるみの見守り活動を支援

しております。 

 こうした活動によって、地域のつながりの維持や

孤立防止につながった事例もあり、引き続き地域と

の連携を強化しながら、高齢者が安心して暮らせる

環境づくりを進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。 

 地域のつながりの維持や孤立防止につながってい

る事例もあり、今後も地域との連携を図るとありま

すが、例えば、抜けなく確認できるように、各自治

会や関係機関に挨拶や声かけのマニュアルなどを作

成、配布して、さらなる向上を図るような予定はあ

りますか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員御提案のマニュアルの整備、配布についてで

ございますが、こちらも有効な手段の一つであると

は思っておりますが、声かけ挨拶がマニュアルによ

って義務と感じられてもいけないかなとは思ってお

ります。何よりも大切なのは、地域住民の皆さんが

無理なく取り組めることが重要だと思っております。 

 そのため、地域ごとに状況は異なると思いますの

で、まず関係者の皆様の御意見を聞きながら、マニ

ュアルの整備の可能性については検討していきたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

 高齢者の見守りにおいては、挨拶や声かけの見守

りを訪問などを通じて地域ぐるみで抜けなく実施し、

孤立防止を図り、安心して暮らせる環境づくりの推

進をお願いいたします。 

 では、次の質問、よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○４番（山口裕教） ３つ目、高齢者の見守りとと

もに、居場所づくりも非常に大切で、お茶やコーヒ

ーを飲みながら楽しくおしゃべりし、元気を充電す

るとともに、見守り側も健康状態を直にチェックで

きることもあり、私の住む地域でも、毎月開催して

いますが、このような居場所を各地域ごとに増やし

ていく考えはあるか、お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 高齢者の孤立防止や介護予防、見守りの機能を果

たすため、いつでも、誰でも自由に参加できる居場

所づくりは非常に重要であると認識しております。 

 現在、市内42地区でふれあい・いきいきサロンを

開催しているほか、住民主体で運営される居場所に

ついても、白須賀中学校区を除く４校区において15

か所設置され、住民主体となって運営されていると

ころでございます。 

 高齢者にとって通いやすい居場所が生まれること
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が大切でございます。そのため、議員御提案のとお

り、各地域に居場所を設けることが望ましいと考え

ております。 

 本市としましては、地域の実情を踏まえつつ、新

たに居場所をつくりたいと考えている地区に対して、

必要な情報提供や運営面の助言などの支援を積極的

に行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。 

 今、現時点で市内42か所の地区で、いきいきサロ

ンなどが開催されているとのことですが、私の理想

としましては、サロンと同数の居場所づくりができ

るのが理想だと思っています。居場所づくりを各地

区のサロン関係者などに相談し、お互いの協力の下、

現在の15か所の居場所を少しでも増やすようにして

いくような考えはありますか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 居場所は高齢者の孤立防止ですとか、介護予防、

見守りといった面では非常に効果的な取組であり、

市としましても大変重要な施策だと思っております。

そのため、居場所は多ければ多いほどいいんじゃな

いかなと思っております。 

 その一方で、居場所の開設は地域の方々の協力を

得る必要がございます。地域の実情や御意見をしっ

かりと伺いながら、まずは居場所づくりを考えてい

る地区に対して積極的な支援を行ってまいりたいと

思っております。地域の負担にならない形で、無理

なく継続できる居場所づくりが必要かなと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。 

 高齢者の孤立防止や介護予防、見守りも兼ね、誰

でも自由に参加できる居場所づくりは非常に重要で

あると考えますので、今後、１つでも、２つでも増

やしていくように推し進めていただきますようお願

いいたします。 

 では、次の質問。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○４番（山口裕教） ４、愛知県蒲郡市では、地域

の配食業者や管理栄養士と連携し、高齢者の健康寿

命延長を目的に共同開発したカムカム弁当を教材と

して、「オーラルフレイルとサルコペニア」に着目

し、個別に効果的な健康支援を実施しており、私も

確認したところ、湖西市でも同様に、健康食事講座

などを実施していますが、湖西市ではさらに一歩進

め、健康支援配食サービスなどを進めていく考えが

あるのか、お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 現在、本市が実施している高齢者配食サービスは、

食事の調達が難しい独り暮らし高齢者の方を対象に、

安否確認を兼ねてバランスのよい弁当をお届けする

ことを目的としています。 

 そのため、健康志向の弁当を高齢者の個々の状態

に合わせて提供するサービスとは目的や対象者が異

なります。 

 個々の健康状態に配慮した弁当の提供は、確かに

手厚いサービスにつながると考えますが、そのため

には調理体制や専門的な栄養管理が求められるため、

弁当代が高額になることが予想され、利用者の負担

が増す可能性がございます。 

 そのため、本市としましては、現在の目的に沿っ

た配食サービスを継続していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。 

 現在の目的に沿った配食サービスの継続、それは

それでよいと私は思っています。健康支援配食サー

ビスだと値段が高額になるようですけれども、例え

ば、現在の安否確認を兼ねたバランスのよい弁当と

オーラルフレイルに着目した弁当の２択から選択で

きるようにするというような考えはありますか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 現在の配食サービスに、通常のお弁当と健康に配

慮したと言いますか、オーラルフレイルに配慮した
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お弁当の選択制を導入したらどうかということでご

ざいますが、確かにいいアイデアだなと感じており

ます。 

 先ほども答弁したとおり、オーラルフレイル弁当

を作るにはかなりの手間と費用もかかるということ

でございますので、一度、業者の御意見、それから

配食サービスを利用している方々の御意見を伺いな

がら、一度課題を整理をさせていただいて、選択制

の導入の可否については検討していきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。 

 高齢者の健康寿命延長を目的とした健康支援配食

サービスというのは、高齢者にとっては効果的な健

康支援の一つであると考えています。高齢者の意見

をよく聞いて、前向きに考え、一つの選択として進

めていただければいいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 では、最後の質問よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○４番（山口裕教） 神奈川県大和市では、独り暮

らしの高齢者の増加に対し、社会的孤立や閉じ籠も

り傾向の悪影響を捉え、外出促進や居場所づくりな

どに努め、「大和市おひとりさま支援条例」を制定

し、支援体制を明確に示していますが、湖西市でも

このような取組を進める考えはあるのか、お伺いい

たします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 独り暮らしの高齢者の増加に伴い、社会的孤立や

閉じ籠もりによる健康や生活への影響を防ぐことは

非常に重要な課題でございます。 

 本市におきましても、ふれあい・いきいきサロン

や居場所づくり、民間事業者との見守り協定に加え、

老人クラブ、民生委員、地域包括支援センターによ

る独居高齢者宅への訪問活動などを通じて、地域と

のつながりを維持し、支援につなげる体制づくりを

進めています。 

 議員御提案の「おひとりさま支援条例」の制定に

つきましては、先進事例の一つとして参考にしつつ、

地域の実情を踏まえ、本市に最適な高齢者支援の在

り方を検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。 

 条例に定め明確にすることも大切だと思うんです

けれども、やはり地域の住民の事情を踏まえ、よい

ところを、例えば本市に最適な在り方を横展開する

ような形にしていけばいいのかなと考えていますが、

いかがですか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 高齢者の見守り活動においては、やはり地域の実

情に合わせた柔軟な対応が必要かなと思っておりま

すので、まずそれぞれの地域で最適な支援方法を広

げていくことが重要であると考えております。 

 先ほどの答弁でも申し上げましたが、地域住民の

協力による居場所づくりですとか、交流の場の創出、

それから民間事業者との連携による見守り活動など、

地域の資源を生かして、地域に根差した取組を無理

なく定着させていくことが重要かなと思います。 

 そして、こうした取組が他の地域の参考となって

横に広がっていくことが望ましいかなと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。 

 独り暮らしの高齢者の増加に伴い、社会的な孤立

や閉じ籠もり傾向などによる健康面や私生活への影

響を防いでいくことは非常に重要であり、地域との

つながりを維持、向上するとともに、本市に最適な

高齢者の在り方を選び出し、支援につなげ、例えば、

今、湖西市が静岡県のお達者年齢は、女性が１位、

男性が３位、よい成績であるんですけども、これも

さらに向上していければいいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、４番 山口裕教議員

の一般質問を終わります。 
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 ここで暫時休憩といたしたいと思います。再開は

14時20分といたします。 

午後２時06分 休憩 

───────────────── 

午後２時20分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて、会議を再開し

ます。 

 次に、９番 福永桂子議員の発言を許します。 

  〔９番 福永桂子登壇〕 

○議長（神谷里枝） 福永議員、どうぞ。 

○９番（福永桂子） ９番 福永桂子です。通告に

従いまして一般質問を行います。 

 今日は少し体調が悪いので、申し訳ありませんけ

れども、ちょっと聞き苦しいところがあるかもしれ

ません。よろしくお願いいたします。 

 今回は、児童生徒の安全を守る通学路対策の強化

についてお伺いいたします。 

 児童生徒にとって通学路はかけがえのない道です。

この道における安全対策は、単なる交通安全対策で

はなくて、子供の貴い生命を守って、彼らの可能性

を育む私たち大人の最大の責務であるという認識の

下、御質問いたします。 

 質問しようとする背景や経緯です。 

 通学路の安全確保は、内閣府、警察庁、文部科学

省、国土交通省などが連携して取り組む国レベルの

重要課題であり、全国的に安全性が問われています。

湖西市においても、通学路の危険箇所が地域ごとに

多様化し、児童生徒の登下校の安全・安心に支障を

来しているのが現状です。地域固有の多様な課題が

発生しています。路面標示の薄れ、カーブミラーの

老朽化、交通量が多く危険、抜け道のスピード超過

など、交通安全上の問題、そして、歩道未整備の区

間、見通しが悪く滑りやすい急勾配な地形など、構

造上の問題、さらに、野生動物の出没増加など、地

域特有の新たなリスクも確認されています。このよ

うな多様な危険に対し、通学路の安全対策は交通安

全対策にとどまらず、防犯や防災の視点も不可欠で

す。 

 国が求める安全対策の強化が進む上で、関係機関

の合同点検と継続的な改善が重要であり、各主体の

役割における協働ＰＤＣＡが求められています。ま

た、ＩＴ活用による通報、オープンデータ化が児童

生徒の安全確保に効果を上げている例もあります。

湖西市においても、地域の気づきを即時に拾い、対

策へとつなげる市民参加型をさらに推し進め、安全

性と行政の説明責任を高める必要性があります。 

 通学路の安全対策は、児童生徒と保護者、学校だ

けでなく、市全体の安心と安全、地域コミュニティ

の信頼、そして、子育て世代の移住・定住促進に直

結します。安全な通学環境は、選ばれるまちの重要

条件であり、企業や人材の呼び込みを後押しするま

ちの基礎インフラであると私は確信しています。 

 質問の目的です。湖西市における通学路の現状と

課題を整理し、具体的対策と体制づくりについて明

らかにし、安全対策強化に向けて提案します。 

 それでは質問事項１に入ります。市内の通学路に

おける直近３年間の点検実績と、危険箇所、対策必

要箇所の現状について伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 

  〔教育長 松山 淳登壇〕 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 各学校が実施した通学路の安全点検の結果を教育

委員会が集約し、それを基に、通学路点検情報共有

会を開催しております。これは市や県の道路管理者、

湖西警察署、危機管理課等の関係機関で情報共有し、

対策を検討するものでありまして、年に１回開催し

ております。 

 直近３年間の対策必要箇所につきましては、令和

５年度が57か所、令和６年度が51か所、令和７年度

が58か所となっております。 

 主な内容は、交通安全対策として、歩道の整備や

白線の引き直し、信号の設置など、防犯対策として、

防犯灯の設置や定期的な見回り、防災としては、ブ

ロック塀の撤去などであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） １つ確認ですけれども、情報

共有会を開催というのは、湖西市子供の移動経路交

通安全推進会議のことですか。 
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○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 それとは別で、学校教育課が主になって集めてい

る会であります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） それでは、その会議の中で行

われた内容というのは、今私が言いました安全推進

会議に諮られるということでよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 暫時休憩とします。 

午後２時27分 休憩 

───────────────── 

午後２時30分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて、会議を再開し

ます。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 福永議員の御質問、

子供の移動経路交通安全推進会議につきましては、

都市整備部で所管しておりますので、私のほうから

お答えをさせていただきます。 

 こちらの交通安全推進会議につきましては、交通

安全に特化している部分の会議でございまして、こ

ちらの会議で、子供の移動経路に関する交通安全プ

ログラムというのを策定しています。こちらの中で

は、特に交通安全に特化した部分ということであり

ますので、歩道整備でありますとか、あるいはポー

ルの設置ですとか、側道橋の整備とか、区間ごとに

どういった対策メニューが必要かというのをプログ

ラムとしてまとめておるものがございます。 

 情報共有会とはちょっと別物の会議となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） このプログラムなんですけど

も、国の方針としては、教育委員会は不可欠な中核

とされているんです。そして国が推進する通学路交

通安全プログラムは、文部科学省、国土交通省、警

察庁の三者が一体となって策定するように求めてい

ます。湖西市にももちろん、この子供の移動経路に

関する交通安全プログラムが存在しますけれども、

これはまさにこの三者連携の具体化ということにな

ると思うんです。なので、この共有会を開催して、

それがここにつながっているのかどうかということ

を即座に答えられないという連携の悪さというのは、

ちょっと私には信じ難いと思うんです。 

 それから、このプログラムの中では、ＰＤＣＡサ

イクルをうまく回しなさいということで、推進会議

に集まってくる教育委員会であろうが、保育幼稚園

課であろうが、土木課、危機管理課、いろいろ集ま

ってきていますけれども、そこで連携をしてうまく

ＰＤＣＡを回しなさいというプログラムになってい

るはずなんです。なので、本当に通学路で起こって

いることが市役所内できちんとしっかりと共有され

て、ＰＤＣＡを回しているのかということに対して

は大変疑問に思うところでございます。 

 もう一つ質問ですけれども、今答えられた教育長

の情報共有会で行われた内容というのは、市長へ届

けられているんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 先ほども答弁しましたとおり、市や県の道路管理

者、そして湖西警察署、市長部局の危機管理課等と

情報を共有しておりますので、市も承知をしている

ことであると考えています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 市長のほうに届けられている

と理解してよろしいですね。 

○議長（神谷里枝） 市長に確認しているかどうか

の確認を福永議員はしたいということでよろしいで

すか。 

○９番（福永桂子） はい。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○市長（田内浩之） 福永議員、御質問ありがとう

ございます。 

 細かいところまで私のところに届けられているか

という御質問だと受け止めてお答えをさせていただ

きますけども、各箇所の細かいところまでは、私の

ところまでは報告は上がっておりませんが、都市整

備部長のところにはしっかり上がっていると認識し
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ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 本当に命に関わることですの

で、大きなこととか、大中小とあると思いますけれ

ども、なるべく市長のお耳に入るということを願っ

ています。 

 では、２問目に入ります。 

 地域住民、学校、保護者など、市民の声を拾う通

報、要望ルートの現状と、直近２年間の通報件数を

伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 各校から報告のある通学路の安全点検の結果には、

保護者からの情報も含まれておりますので、それが

一つのルートとなっております。このほか、地域住

民や保護者が気になるところがあれば、学校や教育

委員会に直接連絡をいただくこともあります。 

 教育委員会に直接お問合せをいただいた事例とい

たしましては、スズメバチの巣に関するもの、登下

校時における児童生徒への指導に関するもので、年

に数件という数でございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 年に数件というのが、現場を

知る者にとっては大変少ないなという思いです。保

護者が、学校、教育委員会に向かってなかなか伝え

られていないんだなというところが分かります。 

 そういうことで、こういうやり方は保護者の不安

解消にはつながらないと思うんです。なので、通学

路ホットラインのような、直接通報の仕組みを受け

るのが有効と思います。これに関しては、質問８で

またお聞きすることにいたします。 

 それでは、質問３に入ります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○９番（福永桂子） 通学路安全確保に向けた関係

機関・団体との協働体制やＰＤＣＡサイクルの運用

状況と課題について伺います。また、連携して実施

した対策の効果検証について、検証の主体を用いて

いる指標、実施頻度をどのように位置づけているの

か伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 通学路の安全確保に向けて、先ほども答弁いたし

ましたとおり、毎年１回、関係機関と「通学路点検

情報共有会」を開催し、点検結果の共有や対策の協

議を行っております。しかしながら、年度ごとに挙

げられた危険箇所や対応が必要な箇所について、進

捗管理を含めたＰＤＣＡサイクルが十分に機能して

いないことが課題であると認識しております。 

 また、対策の効果検証につきましては、現時点で

は明確な指標がなく、効果を測定する仕組みが整っ

ていない状況でもあります。 

 今後は、関係機関と連携しながら、効果を評価で

きる指標や検証体制を整備し、対策の実効性を高め

ていくためのＰＤＣＡサイクルの確立を図ってまい

りたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 残念なお答えなんですけども、

子供の移動経路に関する交通安全プログラムがある

以上、既にもう働きかけていなければならないこと

ですし、これは本当に子供の命がかかっていること

なんです。現場では保護者が本当に心配しているん

です。何かちょっと無責任なように、私は今、そう

感じています。 

 安全対策は一過性で終わってはならないことは当

たり前なんですけれども、継続的な改善が不可欠で

す。教育委員会とか学校は、検証されるときに現場

を歩かれたり、子供たちの通学時に付き添ったりと

か、そのときに指導をしたりとか、そういうことは

されているんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） ちょっと一点確認です。今、

教育委員会はというお尋ねでしたでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） はい、そうです。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 教育委員会として、特別こ

こは危険だからという通報があったときに確認をす
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る必要がある際には、現場へ足を運ぶことはありま

すが、通常の子供たちが下校する様子であるとかと

いうのは、特に一緒に歩くようなことは特別行って

はおりません。 

 先ほど、情報共有会で、例えば令和６年度、51件

の箇所で改善が必要だということがありましたので、

それらについては、情報共有会の中でしっかり協議

をして、対応を行うべきもの何件、これは自治会に

調整してもらって、自治会から要望を上げていただ

くとか、そのような調整は行ってはいますが、その

後の、先ほど、ＰＤＣＡサイクルが十分ではないと

いう答弁をさせていただきましたけど、その後の見

届けがまだまだ十分ではないという意味で答弁をさ

せていただきました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 危険箇所というのは本当に分

かりにくいところに潜んでいるときもあります。現

場に出向かないと、どんなふうに課題があって、そ

れがどんなに困っていることなのかということはな

かなか分かりにくいと思うんです。なので、１つで

も２つでもいいですので、現場を歩くということも

必要なことではないかと思います。 

 ＰＤＣＡサイクルの中での具体的な役割を教えて

もらいたいという質問もつくっていたんですけども、

これは省きます。 

 では、問４なんですけれども、これは取り下げさ

せていただきます。 

○議長（神谷里枝） 取下げということで、次へど

うぞ。 

○９番（福永桂子） 問５、通学路の安全対策にお

ける交通安全・防犯・防災の３つの観点について、

現状の取組と今後の連携体制の課題を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 通学路の安全点検では、各学校から、交通安全・

防犯・防災の３つの観点に分類して、対策が必要な

箇所を挙げてもらっており、各分野の関係機関によ

り対策の協議を行っております。 

 課題につきましては、先ほども申し上げましたと

おり、関係機関との連携や効果を評価できる指標で

あるとか、検証体制の整備がまだ十分ではないと認

識しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ちょっと聞いているとか、見

ているとか、そういうお答えが多いんですけど、通

学路を防犯・防災・交通の複合リストマップとして

整備されている市町村があるんですけれども、１枚

の紙の上で、防犯・防災・交通をマップとしてつく

り上げるというものがあるんですけれども、こうい

うものは教育委員会はどう評価されますでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 暫時休憩とします。 

午後２時45分 休憩 

───────────────── 

午後２時48分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 次に、福永議員の６番目の質問に移ります。 

○９番（福永桂子） 質問６です。野生動物が通学

路に出没していますけれども、現状の対応と課題を

伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 今年の３月から４月にかけまして、市内で猿の目

撃情報が多発しておりました。猿の目撃情報が市の

環境課に寄せられた場合、各学校とリアルタイムで

の情報共有を行っております。各学校では児童生徒

への注意喚起を実施し、猿を見かけた場合は刺激せ

ず、できるだけ複数人で登下校するなどの指導を行

っております。 

 しかしながら、現状では注意喚起にとどまること

しかできず、実際の対策が限られているということ

が課題となろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 実際の対策は、環境課なり、

いろんなところと連携して、安全を確認していただ

きたいなと思います。 

 それから、猿だけではなくて、イノシシのほうが
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頻繁に出没しているんです。通学路に出没してくる

こともあります。それが学校に伝わっているでしょ

うか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 現状、イノシシが出没したという情報は、学校教

育課のほうには入っておりません。 

 いずれにしても、イノシシも猿も目撃された場合

は、同様の対応をしっかり取ってまいりたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） よろしくお願いしたいと思い

ます。知らなかったでは済まされないと思うんです。

知らなかったという部分をどういうふうにして埋め

ていくかということがとても大切だと思っています。 

 それでは、７番に入ります。よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○９番（福永桂子） 通学路安全対策を強化するた

め、地区別課題として、神座地区、青平地区、岡崎

地区の通学路のほか、岡崎小学校正門、知波田小学

校裏門の現状認識と具体的な改善計画を伺います。 

 それでは、神座地区を一番最初にお願いいたしま

す。神座地区のフィリピンパブがあるところからず

っと下に下りる道ですけれども、 

樹木の繁茂による見通しの不良、歩道、路肩への植

栽の越境について、必要な箇所の現状と対応方針を

伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 神座地区につきましては、今、議員からもありま

したとおり、木が繁茂して道が暗く、雨天時に滑る、

動物等の目撃情報がある、過去には不審者もという

状況を把握しております。この神座地区の通学路に

つきましては、情報共有会でも共有しておりまして、

都市計画課、土木課等と状況を共有していますので、

そちらの計画で進められていると承知しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 対応方針を伺いたいんです。

今の現状を本当に知っておられるんでしょうか。何

か知っておられる答弁ではないような気がするんで

す。本当に何年も何年も同じことを繰り返し、そし

ていまだに解決されていないという状況なんです。 

 そして、その上にイノシシや猿が出没しているん

です。これは今年のことです。イノシシなんかは９

月です。そして草が絡まったりとか、坂になってい

ますので、雨が降って滑ったり転んだりしていると

保護者は言っているんです。けがもしていると。そ

ういう状況はやはり問題があると思うんです。それ

に対する対応方針はどうなっているんでしょうか。

全くもって保護者への説明もないということを私は

聞いています。 

 そして、それはこの交通安全プログラムの要対策

箇所一覧にも載っているものなんですよね。何かご

ざいますか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 教育委員会としては、先ほどもお伝えしたように、

学校の通学路点検をまずしっかりとしていただいて、

その情報を教育委員会に確実に上げていただくと、

私たちは情報共有会にその情報をしっかりと伝えて

いくというところで、教育委員会としての責務とい

うか、役割を果たしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 今の現状を言いますと、本当

に同じ状況が繰り返されて、それにプラス、プラス、

プラスしていく状況なんです。野生動物が出ている

とか、そういうことなので、本当に早く対応してい

ただきたいなと思います。 

 こちらのことは、土木課や都市計画課など、これ

は分かっているんでしょうか。対策は施されている

んでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えさせていただ

きます。 

 神座地区の件ということでお答えをさせていただ

きますけれども、通学路の沿道の竹林がかなり繁茂

しているのは、現場に私も行きまして確認をしてき
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たところでございます。道路のほうで伐採ができる

か、できないかというところになりますと、沿道の

竹は個人の土地から繁茂しているものですから、原

則としては、道路管理者では伐採ができないという

ことで、対応といたしましては、土地所有者の方に

伐採の依頼を通知するといったことになります。た

だ、通行に支障を来している場合ということで、か

つ所有者ですぐに除去ができない場合は、道路法で

定められた建築限界というのがあるんですけれども、

そういった中にはみ出してきてしまっているものに

ついては、道路のほうで伐採ができるものですから、

そういった対応については道路のほうで伐採をする

ということになります。 

 それから、先ほど来、情報共有会での安全確保の

ために必要な安全措置ということにつきましては、

例えば、路面標示が薄くなってしまってるとか、ラ

インが薄くなってしまっている、そういった短期的

にすぐできるものにつきましては、情報共有会から

の情報提供をいただいた後、現場確認をしまして、

できればその年度内に対応するといったことで対応

をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） いろいろと難しいこともある

と思うんですけれども、この状況が危険であること

には変わりはありませんので、確認して対応してい

ただきたいなと思います。 

 今度、岡崎小学校では、集団登校を変更して、来

年度からは各個人で登校するということになります。

そうすると、１年生が１人で登校する羽目になるか

もしれないということが起こりますので、それまで

には、ぜひここをもう少し改善していただきたいと

思います。 

 では、青平地域に入ります。こちらは国道301号

線につながる歪な三差路の通学路の安全確保につい

て、対応方針、特に警察との協議状況を伺います。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えさせていただ

きます。 

 青平地区の交差点の改良ということでの御質問か

と思いますけれども、こちらは県によります国道

301号線の歩道整備事業と併せて交差点改良を予定

しているところでございます。 

 この国道301号線につきましては、令和６年度ま

でに、地元の事業着手に向けての合意形成が図られ

ていると伺っておりますので、県の事業実施時期に

ついては未定とのことですけれども、そちらの県の

事業に合わせて、市も併せて、交差点の方も進めて

いくということで予定しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） そうしますと、改善の余地が

あるという理解でよろしいですね。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） はい、そのようで結

構でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 住民は前市長に直接要望を訴

えた経緯もございまして、そのまま検証なし、その

まま説明なしでずっと来ていますので、ぜひ住民に

対して御説明をお願いしたいなと思います。 

 それから、岡崎地区なんですけれども、こちらの

ほうは、公会堂下から木々の間の細い道を通って上

がってきて、岡崎本線に入り、歩道の整備がされて

いない危険な本線ですので、ミニストップのほうへ

迂回して小学校へ向かう通学路です。これはプログ

ラムにも載っています。必要な箇所の現状と対応策

を伺いたいと思います。 

 また、岡崎本線の道路拡幅の状況はどこまで進ん

でいるのかを伺います。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 岡崎本線について御

回答させていただきます。 

 岡崎本線については、議員おっしゃるとおり、プ

ログラムにもリストに入っていまして、一応、完了

予定時期みたいなのは令和11年度以降といったこと

でリストの中にはあるところでございます。 

 現在は歩道がない、また、オレンジロードから鷲

津方面への抜け道のような形で利用される自動車が
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多い状況といったことは認識しているところでござ

います。 

 ただ、既存の道路を広げて歩道を設置していくと

いうことになりますと、用地の協力ですとか、地形

的には擁壁を設置するような必要があるなど、財源

とか、期間を要するもので、今現在まだすぐには整

備に着手できていない状況ということであります。 

 現状としましては、短期的な対策として、外側線

の引き直しですとか、通学路注意といった路面標示

の設置、あるいは注意看板等を設置して注意喚起で

すとか、スピードを落とさせるような対策をしてい

るところでございます。 

 中長期的な部分では、プログラムの中にもあると

ころですけれども、本年度から来年度にかけて浜松

湖西豊橋道路のインターチェンジを踏まえて、市内

の道路のネットワークの再検証ということで行って

いく中で、岡崎本線も含めまして、道路整備の必要

性や優先度を整理していくこととしておりますので、

当面はドライバーへの注意喚起ですとか、速度を落

とすことを促す路面標示、既存の通学路といったよ

うなものですとか、速度を落とさせるようなドット

ラインみたいなもの、あるいは看板等の設置で対応

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） この本線を明るいところに出

して、卓上でどうすればいいかということを御議論

願えたらうれしいです。 

 それと、この場合は、本線のこともあるんですけ

れども、下から上がってくる、多分赤線だと思うん

ですけれども、本当にこんな細い木々が生い茂ると

ころを子供たちが歩いて本線に上がるんですけども。 

○議長（神谷里枝） 福永議員、すみません、大分

問題が、今おっしゃっているのはＨＫＴ道路のこと

ですか。違ったらごめんなさいですけど、通告され

ている内容から横道に入っていきそうな気配があり

ますので、すみません、ここで暫時休憩を取らせて

いただきます。 

午後３時05分 休憩 

───────────────── 

午後３時24分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 福永議員、質問をどうぞ。 

○９番（福永桂子） それでは、岡崎小学校正門の

ところに入ります。朝夕の混雑時の送り迎えの車と

登下校の子供たちの入り乱れた危険な状況について、

現状と対応方針を伺います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 岡崎小学校正門につきましては、議員御指摘のと

おり、車による送迎に関することであると認識して

おります。児童の安全確保のため、車で来校する際

には、登校時間帯を避ける、敷地内・校門付近は最

徐行する、東運動場での乗降に限るなどのルールを

学校で設けてあります。保護者の皆様に協力のお願

いをしているというところでありますので、まだま

だ十分でないという御指摘でありますので、また学

校のほうにも伝えていって、保護者に協力していた

だけるように働きかけてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） 本当に十分でないと思います。

ルールはあっても守られていない部分が多くて、私

が朝にそこに立って見ていても、本当に入り乱れて

いるんです。あれでよく事故が起きないなと思うん

ですけども、児童も学校に入らなくて、校門のとこ

ろでうろうろしていて、車が右から来る、左から来

るという状況です。ソフト対策をしっかりやってい

ただきたいと思います。 

 それでは次、知波田小学校の裏門のことです。学

校裏門に続く樹木に覆われた滑りやすい急坂の整備

について、改善計画と安全確保策について伺います。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えさせていただ

きます。 

 知波田小学校の裏門の坂道、苔に覆われて滑りや

すいということで、こちらは本年度、地元からも御

要望をいただきまして、10月に滑る原因となってい

る路面上の苔の除去をしたところでございます。ま
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たあわせて、路面に生じている段差の補修というこ

とで行っております。あわせて、路肩の草刈りと伐

採を実施したところでございます。 

 しかしながら、もともと道路の勾配が非常に急で

あるということから、滑り止め舗装ですとか、手す

りの設置などの安全対策がまだ必要ではないかと考

えておりまして、今後、通学路点検情報共有会で共

有しながら対策を検討していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ぜひ続けて対策を行っていた

だきたいと思います。転んでけがをしたと保護者は

言っていますし、イノシシがすぐ村のところに出る

んです。追いかけられると、こんなに急な坂ですの

で、本当に危ないんです。向こう側から車がやって

くる可能性もあるので、あの急坂で、なので、その

辺よろしくお願いいたします。 

 それでは、８番に入ります。ＩＴ活用による市民

参加型の安全対策として、危険箇所を共有する通学

路デジタルマップ化と地域の声を即時に拾う通学路

ホットラインの導入について、市の見解を伺います。 

 これは今までの質問で、マップ化とか、ホットラ

インのメリットをお伝えいたしましたので、必要の

ない説明は下げて質問いたします。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 市の土木課において、道路の異常を通報すること

ができる市道異常通報フォームの運用を、市では既

に行っておりますため、通学路ホットラインを設け

ることなく、通学路に限らず、地域住民からの情報

を即時に把握できる体制は整っているものと認識し

ております。 

 一方で、危険箇所を共有する通学路デジタルマッ

プ化につきましては、他自治体の導入事例なども参

考にしながら、その有効性や活用方法について研究

を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ホットラインはそれでいいと

思われるなら、必ずしっかりと連携してやっていた

だきたいなと思います。 

 それから、デジタルマップですけれども、この場

合は京都府の城陽市などが大変いいなと私は見まし

たので、また御覧になってください。 

 このマップの見える化というのは、保護者にとっ

ても大変有効ですし、情報共有の効率化と迅速な対

応にとってもよろしいかと思いますので、ぜひ見え

る化につなげていただきたいと思います。 

 それでは、質問９に入ります。 

 通学路の安全確保をまちづくりの基礎インフラと

位置づけ、予算措置を含めた組織横断的な子供たち

が未来にわたって安心して通学できる体制の確立が

必要と考えますが、市の見解を伺います。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） お答えさせていただ

きます。 

 通学路の安全確保のためには、議員おっしゃると

おり、「交通安全」「防犯」「防災」、これらに加

えまして「環境衛生」ですとか、「沿道工作物の適

正管理」など、様々な視点からの部局横断的な対策

が必要であります。 

 そのためには、教育委員会が主体となって取り組

んでいる既存の「通学路点検情報共有会」がそれぞ

れの対策の予算措置につながるより実効性のある組

織になるよう、道路の維持管理等を所管する我々都

市整備部をはじめ、その他関連する様々な部局が連

携を強化し、会の活動に関わっていくことが重要で

あると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ありがとうございます。 

 現状では、子供たちが未来にわたって安心して通

学できる体制の確立の主体は、教育委員会や学校が

担うべきであると思っていますので、少し教育長の

御意見もお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 直接的な道路の整備権限は道路管理者にあります

が、今、議員おっしゃるとおり、教育委員会は学校
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安全の責任主体として、関係団体との調整、連携を

強化して、安全対策を実効性のあるものにするため

に努めてまいりたいと思っています。 

 そうした意味においても、まずは学校が行う点検

がそのスタート地点になります。確実に行われるよ

う、確認と指導も行っていきたいと思いますし、と

同時に、前半の答弁でもさせていただきましたけど、

改善が必要とされる箇所については、関係機関との

調整を行うという役割も果たしていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 福永議員。 

○９番（福永桂子） ありがとうございます。安全

の確認が教育委員会としてスタート地点であるとい

うお言葉を重く受け止めています。 

 こちらは湖西市の子供たちの現状を理解していた

だいて、最終的には組織を動かしていく、また、予

算措置をする決定者である市長にもお伺いしたいと

思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 一応、申合せ事項で、市長に

答弁を求めるということは申合せ事項で周知してい

るはずだと思うんですけども。 

 福永議員、いいですかね、一応市長に答弁を求め

るということは申合せ事項で周知のことです。 

○９番（福永桂子） 残念ですけれども、本当に通

学路の安全対策をさらに強化していただきたいなと

思います。 

 ちょっと残念な一般質問になって、私自身は本当

に子供たちの大切な命を守れるのかなという不安が

今心の中にあります。いかにして子供たちが未来に

わたって安心して通学できる体制を確立していくの

か、本当に現場の声、地域の声、子供の声、保護者

の声を拾い上げて、市長及び当局がこの責務を果た

す、その強い決意を持って、ぜひ通学路の安全対策

を強化していただきたいなということを述べまして、

私の一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（神谷里枝） 以上で、９番 福永桂子議員

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 これにて散会いたします。お疲れさまでございま

した。 

午後３時36分 散会 

───────────────── 


